
 

 
 

令和６年度 

 
 

さ いた ま市 水 防 計 画  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さいたま市建設局土木部河川課 
 
 





 

令和６年度 さいたま市水防計画 ＜本 編＞  

目 次 

第 1 章 総則 ······························································· 1 

1.1 目的  ······························································ 1 

1.2 用語の定義 ························································· 1 

1.3 水防の責任等 ······················································· 3 

1.4 水防計画の作成及び変更 ············································· 6 

1.5 津波における留意事項（参考） ······································· 6 

1.6 安全配慮 ··························································· 6 

第 2 章 水防組織 ·························································· 7 

2.1 市の水防組織 ······················································ 7 

第 3 章 重要水防箇所 ······················································ 8 

第 4 章 予報及び警報 ····················································· 10 

4.1 気象庁が行う予報及び警報 ········································· 10 

4.2 洪水予報河川における洪水予報······································ 14 

4.3 水位周知河川における水位到達情報 ································· 21 

4.4 水防警報 ························································· 24 

第 5 章 水位等の観測、通報及び公表 ······································· 28 

5.1 水位の観測、通報及び公表 ········································· 28 

5.2 雨量の観測及び通報 ··············································· 28 

第 6 章 気象予報等の情報収集 ············································· 30 

第 7 章 水門等の操作 ····················································· 31 

7.1 水門等 ··························································· 31 

7.2 操作の連絡 ······················································· 31 

7.3 連絡系統 ························································· 31 

第 8 章 通信連絡 ························································· 32 

8.1 通信連絡系統 ····················································· 32 

8.2 災害時優先通信の取扱い ··········································· 46 

8.3 その他の通信施設の使用 ··········································· 46 

第 9 章 水防施設及び輸送 ················································· 47 

9.1 水防倉庫及び水防資器材 ··········································· 47 

9.2 輸送の確保 ······················································· 47 

第10 章 水防活動 ························································· 48 

10.1 水防体制 ························································· 48 

10.2 巡視及び警戒 ····················································· 50 

10.3 水防作業 ························································· 53 

10.4 警戒区域の指定 ··················································· 53 

  



 

10.5 避難のための立退き ··············································· 53 

10.6 決壊・越水・溢水・異常な漏水等の通報及びその後の措置 ············· 53 

10.7 水防体制の解除 ··················································· 54 

第11 章 協力及び応援 ····················································· 55 

11.1 河川管理者の協力及び援助 ········································· 55 

11.2 水防管理団体相互の応援及び相互協定 ······························· 55 

11.3 警察官の援助要求 ················································· 55 

11.4 自衛隊の派遣要請 ················································· 55 

11.5 国（河川事務所、地方気象台等）との連携···························· 56 

11.6 企業（地元建設業等）との連携 ····································· 56 

11.7 住民、自主防災組織等との連携 ····································· 56 

第12 章 費用負担と公用負担 ··············································· 57 

12.1 費用負担 ························································· 57 

12.2 公用負担 ························································· 57 

第13 章 水防報告等 ······················································· 59 

13.1 水防報告 ························································· 59 

第14 章 水防訓練 ························································· 60 

第15 章 浸水想定区域等における円滑かつ迅速な避難の確保 

及び浸水の防止のための措置 ········································ 61 

15.1 洪水対応 ························································· 61 

 

 

 

 

 

 

 



 

第１章 総則 

1.1  目的 

この計画は、水防法（昭和 24 年法律第 193 号、以下「法」という。）第４条の規定に

基づき、埼玉県知事から指定された指定水防管理団体たるさいたま市が、同法第 33 条

第１項の規定に基づき、さいたま市内における水防事務の調整及びその円滑な実施のた

めに必要な事項を規定し、さいたま市全域の洪水、内水（法第２条第１項に定める雨水

出水のこと。以下同じ。）の水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、も

って公共の安全を保持することを目的とする。 
 

 

1.2  用語の定義 

主な水防用語の定義は次のとおりである。 

（１）水防管理団体 

水防の責任を有する市町村又は水防に関する事務を共同に処理する水防事務組

合若しくは水害予防組合をいう (法第２条第２項)。 

（２）指定水防管理団体 

水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体として知事が指定したもの

をいう (法第４条)。 

（３）水防管理者 

水防管理団体である市町村の長又は水防事務組合の管理者若しくは長若しくは

水害予防組合の管理者をいう (法第２条第３項)。 

（４）消防機関 

消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第９条に規定する消防の機関（消防本部、消

防署及び消防団）をいう (法第２条第４項)。 

（５）消防機関の長 

消防本部を置く市町村にあっては消防長を、消防本部を置かない市町村にあっては

消防団の長をいう (法第２条第５項)。 

（６）水防団 

法第６条に規定する水防団をいう。ただし、本市では消防機関を含む水防組織に

より水防事務が十分に処理できることから、水防団は置いていない。 

（７）量水標管理者 

量水標、験潮儀その他の水位観測施設の管理者をいう (法第２条第７項、法第

10条第３項)。 

都道府県の水防計画で定める量水標管理者は、都道府県の水防計画で定めるとこ

ろにより、水位を通報及び公表しなければならない（法第 12条）。 

（８）洪水予報河川 

国土交通大臣又は都道府県知事が、流域面積が大きい河川で、洪水により国民経済

上重大又は相当な損害が生じるおそれがあるものとして指定した河川。国土交通大臣

又は都道府県知事は、洪水予報河川について、気象庁長官と共同して、洪水のおそれ

の状況を基準地点の水位又は流量を示して洪水の予報等を行う（法第 10条第２項、

1



 

法第 11 条第１項、気象業務法（昭和 27年法律第 165 号）第 14 条の２第２項及び第

３項)。 

（９）水防警報 

国土交通大臣又は都道府県知事が、洪水、津波又は高潮により国民経済上重大又は

相当な損害が生じるおそれがあると認めて指定した河川、湖沼又は海岸（水防警報河

川等）について、国土交通大臣又は都道府県知事が、洪水、津波又は高潮によって災

害が起こるおそれがあるとき、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう 

(法第２条第８項、法第 16条)。 

（10）水位周知河川 

国土交通大臣又は都道府県知事が、洪水予報河川以外の河川で洪水により国民経

済上重大又は相当な損害が生じるおそれがあるものとして指定した河川。国土交

通大臣又は都道府県知事は、水位周知河川について、当該河川の水位があらかじめ定

めた氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）に達したとき、水位又は流量を示して通知及

び周知を行う（法第 13条)。 

（11）水位到達情報 

水位到達情報とは、水位周知河川において、あらかじめ定めた氾濫危険水位（洪水

特別警戒水位）への到達に関する情報のほか、氾濫注意水位（警戒水位）、避難判断

水位への到達情報、氾濫発生情報のことをいう。 

（12）水防団待機水位（通報水位） 

量水標の設置されている地点ごとに都道府県知事が定める水位で、各水防機関が

水防体制に入る水位（法第 12 条第１項に規定される通報水位）をいう。 

水防管理者又は量水標管理者は、洪水若しくは高潮のおそれがある場合において、

量水標等の示す水位が水防団待機水位（通報水位）を超えるときは、その水位の状況

を関係者に通報しなければならない。 

（13）氾濫注意水位（警戒水位） 

水防団待機水位（通報水位）を超える水位であって、洪水又は高潮による災害の発

生を警戒すべきものとして都道府県知事が定める水位をいう。河川巡視等の出動の

目安となる水位である。法第 12条第２項に規定される警戒水位に相当する。 

量水標管理者は、量水標等の示す水位が氾濫注意水位(警戒水位)を超えるときは、

その水位の状況を公表しなければならない。 

（14）避難判断水位 

市町村長の高齢者等避難発令の目安となる水位であり、住民の氾濫に関する情報へ

の注意喚起となる水位。 

（15）氾濫危険水位  

洪水により相当の家屋浸水等の被害を生じる氾濫の起こるおそれがある水位を

いう。市町村長の避難指示の発令判断の目安となる水位である。水位周知河川にお

いては、法第 13条第１項及び第２項に規定される洪水特別警戒水位に相当する。 
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 (16）洪水特別警戒水位 

  法第 13 条第１項及び第２項に定める洪水による災害の発生を特に警戒すべき水位。

氾濫危険水位に相当する。国土交通大臣または都道府県知事は、指定した水位周知河

川においてこの水位に到達したときは、水位到達情報を発表しなければならない。 

（17）重要水防箇所 

堤防の決壊、漏水、川の水があふれる等の危険が予想される箇所であり、洪水等に

際して水防上特に注意を要する箇所をいう。 

（18）洪水浸水想定区域 

洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災に

よる被害の軽減を図るため、想定し得る最大規模の降雨により当該河川において氾

濫が発生した場合に浸水が想定される区域として国土交通大臣又は都道府県知事が

指定した区域をいう (法第 14 条)。 

（19）水防機関 

水防管理団体及び法第６条に規定する水防団もしくは消防機関をいう。本市におい

ては、消防機関を含む市の水防組織を指す。 

（20）作業従事者 

水防機関に属し、水防活動を行うものをいう。 

（21）指揮者 

水防機関において、水防事務及び水防活動を指揮するものをいう。 

 

1.3  水防の責任等 

水防に関係する各主体について、水防法等に規定されている責任及び義務は次のと

おりである。 

 

（１）県の責任 

県内における水防管理団体が行う水防が十分行われるように確保すべき責任を

有する（法第３条の６）。具体的には、主に次のような事務を行う。 

  ①指定水防管理団体の指定（法第４条） 

  ②水防計画の策定及び要旨の公表（法第 7条第 1 項及び第７項） 

  ③水防管理団体が行う水防への協力（河川法第 22 条の２、下水道法第 23 条の２） 

  ④都道府県水防協議会の設置（法第８条第１項） 

  ⑤気象予報及び警報、洪水予報の通知（法第 10条第３項） 

  ⑥洪水予報の発表及び通知（法第 11条第１項、気象業務法第 14 条の２第３項） 

  ⑦量水標管理者からの水位の通報及び公表（法第 12 条） 

 ⑧水位周知河川の水位到達情報の通知及び周知（法第 13条第２項及び第３項） 

  ⑨洪水予報又は水位到達情報の通知の関係市町村長への通知（法第 13条の２） 

  ⑩洪水浸水想定区域の指定、公表及び通知（法第 14 条） 

  ⑪都道府県大規模氾濫減災協議会の設置（法第 15 条の 10） 

  ⑫水防警報の発表および通知並びに水防警報河川等に指定したときの公示（法第16

条第１項、第３項及び第４項） 
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  ⑬水防信号の指定（法第 20 条） 

  ⑭避難のための立退きの指示（法第 29 条） 

  ⑮緊急時の水防管理者、水防団長又は消防機関の長への指示（法第 30条） 

  ⑯水防団員の定員の基準の設定（法第 35 条） 

  ⑰水防協力団体に対する情報の提供又は指導若しくは助言（法第 40条） 

  ⑱水防管理団体に対する水防に関する勧告及び助言（法第 48条） 

 

（２）水防管理団体の責任 

管轄区域内の水防を十分に果たすべき責任を有する（法第３条)。具体的には、主

に次のような事務を行う。 

①水防団の設置（法第５条） 

②水防団員等の公務災害補償（法第 6 条の２） 

③平常時における河川等の巡視（法第９条） 

④水位の通報（法第 12条第１項） 

⑤浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置

（法第 15条） 

⑥避難確保計画又は浸水防止計画を作成していない地下街等の所有者又は管理者へ

の必要な指示、指示に従わなかった旨の公表（法第 15 条の２） 

⑦避難確保計画を作成していない要配慮者利用施設の所有者又は管理者への必要な

指示、指示に従わなかった旨の公表。要配慮者利用施設の所有者又は管理者より

報告を受けた避難確保計画及び避難訓練の結果についての助言・勧告（法第 15

条の３） 

⑧浸水被害軽減地区の指定・公表及び通知、標識の設置、土地形状変更の届出を受

理した際の通知・届出者への助言又は勧告（法第 15 条の６、法第 15 条の 7、法

第 15条の８） 

⑨予想される水災の危険の周知（法第 15条の 11） 

⑩水防団及び消防機関の出動準備又は出動（法第 17条） 

⑪緊急通行により損失を受けた者への損失の補償（法第 19条の２項） 

⑫警戒区域の設定（法第 21条） 

⑬警察官の援助の要求（法第 22 条） 

⑭他の水防管理者又は市町村長若しくは消防長への応援要請（法第 23条） 

⑮堤防決壊等の通報、決壊後の措置（法第 25 条、法第 26条） 

⑯公用負担により損失を受けた者への損失の補償（法第 28条第３項） 

⑰避難のための立退きの指示（法第 29条） 

⑱水防訓練の実施（法第 32条の２） 

⑲（指定水防管理団体）水防計画の策定及び要旨の公表（法第 33 条第１項及び第

３項） 

⑳（指定水防管理団体）水防協議会の設置（法第 34条） 
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㉑水防協力団体の指定・公示（法第 36条） 

㉒水防協力団体に対する監督等（法第 39条） 

㉓水防協力団体に対する情報の提供又は指導若しくは助言（法第 40条） 

㉔水防従事者に対する災害補償（法第 45条） 

㉕消防事務との調整（法第 50 条） 

 

（３）国土交通省の責任 

  ①洪水予報の発表及び通知（法第 10 条第２項、気象業務法第 14 条の２第２項） 

②量水標管理者からの水位の通報及び公表（法第 12条） 

③水位周知河川の水位到達情報の通知及び周知（法第 13 条第１項） 

④洪水予報又は水位到達情報の通知の関係市町村長への通知(法第 13 条の４) 

⑤洪水浸水想定区域の指定、公表及び通知（法第 14条） 

⑥大規模氾濫減災協議会の設置（法第 15条の 9） 

⑦水防警報の発表及び通知（法第 16条第１項及び第２項） 

⑧重要河川における都道府県知事等に対する指示（法第 31条） 

⑨特定緊急水防活動（法第 32 条） 

⑩水防協力団体に対する情報の提供又は指導若しくは助言（法第 40条） 

⑪都道府県等に対する水防に関する勧告及び助言(法第 48 条) 

 

（４）河川管理者の責任 

①水防管理団体が行う水防への協力（河川法第 22条の２） 

②水防管理者に対する浸水被害軽減地区の指定及び市町村長に対する水害リスク

情報の把握に関する情報提供及び助言（法第 15 条の 12） 

 

（５）気象庁の責任 

①気象、津波、高潮及び洪水の予報及び警報の発表及び通知（法第 10条第１項、気

象業務法第 14条の２第１項） 

②洪水予報の発表及び通知（法第 10 条第２項、法第 11 条第１項並びに気象業務法

第 14 条の２第２項及び第３項） 

 

（６）居住者等の義務 

①水防への従事（法第 24条） 

②水防通信への協力（法第 27 条） 

  

（７）水防協力団体の義務 

   ①決壊の通報（法第 25 条） 

   ②決壊後の処置(法第 26 条) 

   ③水防訓練の実施（法第 32条の２） 

   ④業務の実施等（法第 36 条、第 37 条、第 38条） 
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1.4 水防計画の作成及び変更 

（１）水防計画の作成及び変更 

 市は、毎年、国や県の水防計画に応じて、出水期前までに水防計画に検討を加え、

必要があると認めるときは変更を行う。 

また、市は、水防計画を変更したときは公表するものとする。 

 

（２）大規模氾濫減災協議会 

 国土交通大臣が組織する大規模氾濫減災協議会及び知事が組織する都道府県大規模

氾濫減災協議会において取りまとめられた「地域の取組方針」については、水防計画

に反映するなどして、取組を推進するものとする。 

 

1.5  津波における留意事項（参考） 

津波は、発生地点から当該沿岸までの距離に応じて ‘遠地津波’と‘近地津波’に分類

して考えられる。遠地津波の場合は原因となる地震発生からある程度時間が経過した

後、津波が襲来する。近地津波の場合は、原因となる地震発生から短時間のうちに津波

が襲来する。従って、水防活動及び水防団員自身の避難に利用可能な時間は異なる。 

遠地津波で襲来まで時間がある場合は、正確な情報収集、水防活動、避難誘導等が可

能なことがある。しかし、近地津波で、かつ安全な避難場所までの所要時間がかかる場

合は、水防団員自身の避難以外の行動が取れないことが多い。 

従って、あくまでも水防団員自身の避難時間を確保したうえで、避難誘導や水防活動

を実施しなければならない。 

 

1.6  安全配慮 

洪水、内水のいずれにおいても、作業従事者自身の安全確保に留意して水防活動を実

施するものとする。避難誘導や水防作業の際も、作業従事者自身の安全は確保しな

ければならない。 

 

作業従事者自身の安全確保のために配慮すべき事項 

・指揮者は、水防活動が長時間にわたるときは、疲労に起因する事故を防止するため

作業従事者を随時交代させる。 

・水防活動は原則として複数人で行う。 

・水防活動を行う範囲に応じて監視員を適宜配置する。 

・指揮者は、現場状況の把握に努め、作業従事者の安全を確保するため、必要に応じ、

速やかに退避を含む具体的な指示や注意を行う。 

・指揮者は作業従事者等の安全確保のため、予め活動可能な時間等を作業従事者等へ

周知し、共有しなければならない。 

・指揮者は、活動中の不測の事態に備え、退避方法、退避場所、退避を指示する合図

等を事前に徹底する。 
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第２章 水防組織 
2.1  市の水防組織 
熊谷地方気象台から、本市域を対象とする大雨、洪水等に関する気象警報が発表された場

合又は被害の発生が予想される場合等は、さいたま市地域防災計画（風水害対策編）第１部

第１章に基づき活動体制を確保するものとする。 

活動組織の設置の流れは資料２－１のとおりであり、災害対策に関わる事務分掌は「さ

いたま市地域防災計画資料編(資料１総則)【資料1-1】災害対策の関わる事務分掌」によ

る。 

https://www.city.saitama.lg.jp/001/011/015/003/001/p018122.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務分掌 

部  名 業務内容 

総括部（本部班、総務班、職
員班） 
 

１．風水害警戒本部の設置・廃止に関すること。 
２．風水害警戒本部事務局に関すること。 
３．防災関係機関との連絡調整に関すること。 
４．職員の動員に関すること。  
５．災害対策本部への移行に関すること。 

秘書・広報部（秘書班、広報

班、広聴班） 

１．報道機関に対する情報提供、協力要請 

２．市民からの通報、問合せ対応及び回答に関すること。 

３．その他の連絡に関すること。 

情報・避難部（情報統括班、
避難班） 

１．情報の収集及び整理・分析に関すること。 
２．指定避難所・一時滞在施設の開設及び閉鎖状況の把握に関すること。 
３．避難者（帰宅困難者含む）状況の把握に関すること。 

市民部（市民統括班） １．区風水害警戒本部からの被害情報の収集（指定避難所を除く）に関するこ
と。 

保健衛生部（各班） 
１．被害情報の収集・提供・報告及び応急措置に関すること。 

福祉部（各班） １．被害情報の収集・提供・報告及び応急措置に関すること。 

施設復旧部（各班） １．被害情報の収集・提供・報告及び応急措置に関すること。 

消防部（各班） １．被害情報の収集・提供・報告及び応急措置に関すること。 
２．その他消防活動に関すること。 

水道部（各班） １．施設の被害情報の収集・情報提供等に関すること。 
２．施設の点検及び応急措置に関すること。 

区風水害警戒本部（区統括

班、市民窓口班、くらし応援

班、福祉班） 

１．区風水害警戒本部の設置に関すること。 

２．被害情報の収集・提供・報告及び応急措置に関すること。 

３．指定避難所の開設、閉鎖に関すること。 

副本部長：副市長（本部長たる副市長

以外の副市長） 

本部長：総務局担任副市長 

本部員：市長公室長、都市戦略本部長、 

総合政策監、情報統括監、 

総務局長、市民局長、 

保健衛生局長、福祉局長 

建設局長、消防局長、 

水道局長、その他風水害警戒本

部長が指名した本部員 

主管本部員：危機管理監 

情報・避難部 

秘書・広報部 

施設復旧部 

水道部 

総括部 

区 各 班 区 風 水 害 警 戒 本 部 

風 水 害 警 戒 本 部 

消防部 

その他風水害警戒本部長が指名した部 

保健衛生部 

福祉部 

市民部 

7

https://www.city.saitama.lg.jp/001/011/015/003/001/p018122.html


 

第３章 重要水防箇所 

重要水防箇所は、堤防の決壊、漏水、川の水があふれる等の危険が予想される箇所で

あり、洪水等に際して水防上特に注意を要する箇所である。 

国管理河川における重要水防箇所の設定基準は、資料３－１のとおりであり、市内の

設定箇所は資料３－２のとおりである。 

また、県管理河川における重要水防箇所の設定基準は、資料３－３のとおりであり、

市内の設定箇所は資料３－４のとおりである。 

上記、重要水防箇所を次頁に示す。 
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凡　　例

最
も
重
要
な
区
間
（
地
域
）Ａ

次
に
重
要
な
区
間
（
地
域
）Ｂ

県
　
　
　
　
管
　
　
　
　
理

水
防
管
理
団
体
管
理

基
準
水
位
観
測
所
（
国
管
理
）

基
準
水
位
観
測
所
（
県
管
理
）

水 

位 

局 

テ 

レ 

メ 

ー 

タ 

ー

雨 

量 

局 

テ 

レ 

メ 

ー 

タ 

ー

水防箇所

重　要
水防倉庫

一　級　河　川

準　用　河　川

普　通　河　川

都市下水路

雨　水　幹　線

用　　水　　路

行　　政　　界

流　　域　　界

市街化区域

調　整　池　等 （整備済み）

調　整　池　等 （整 備 中）

水　門　・　樋　管

ポ　ン　プ　場 （国 ・ 県）

排　水　機　場 （市）

内水排除用ポンプ （市）

その他のポンプ （市）

凡　　例

P

P

P

P

要
注
意
区
間
（
地
域
）要

埼玉県庁

さいたま
市役所

さいたま県土整備事務所

鴻沼排水機場

鴨川排水機場

P

P

日進上

治水橋

さいたま市重要水防箇所図

1 ： 75,000

最も重要な区間（区域）

Ａ

次に重要な区間（区域）
Ｂ

要注意区間（区域）

要

計

水　系　名
箇 所 延 長 (m)

1

2

140

　300

鴨　　川

重要水防区域総括表（埼玉県管理）

－ －

最も重要な区間（区域）

Ａ

次に重要な区間（区域）

Ｂ

要注意区間（区域）

要

計

水　系　名

箇 所 延 長 (m)

元 荒 川

箇 所 延 長 (m)

綾 瀬 川

箇 所 延 長 (m)

県管理小計

－－ － －

箇 所 延 長 (m)

1

3

－

1,970

－

鴻 沼 川

2

箇 所 延 長 (m)

2

2

－

29,000

－

芝　　川

－ － 1,920

50

29,000

1 20 3 830

－－

1 20 4 860

8 30,040

2 190

12 32,150

箇 所 延 長 (m)

合　　計

23 33,383

12  1,923

37 37,226

綾1

元荒3

鴻1,2

鴻 3

芝1,2

箇 所 延 長 (m)

15

25 5,076

荒　　川

10  1,733

 3,343

重要水防区域総括表

（国土交通省管理）

 1,9202

流域貯留浸透施設（整備済）

十五条橋

鴨2

鴨 1

荒左44-1

荒左43-1

荒左41-1～3

荒左37-1

荒右42-1

荒左46-1

荒左42-1

荒左45-1

荒左44-2

荒左39-2～4

荒左39-1

荒左37-2

荒左33-1

荒右43-1

荒右39-1

綾4

綾3

1601

荒左33-2

1 30

－ －  1,9202

荒左37-3

荒左42-2 荒左42-3

荒左42-5

陸閘

(荒左42-4)

綾2
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第４章 予報及び警報 

4.1  気象庁が行う予報及び警報 

（１）気象台が発表又は伝達する注意報及び警報 

熊谷地方気象台長は、気象等の状況により洪水、津波又は高潮のおそれがあると認め

られるときは、その状況を関東地方整備局長及び知事に通知するとともに、必要に応じ

報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させるものとする。 

水防活動の利用に適合する（水防活動用）注意報及び警報は、指定河川洪水予報を除

き、一般の利用に適合する注意報、警報及び特別警報をもって代える。なお、水防活動

の利用に適合する特別警報は設けられていない。 

水防活動の利用に適合する注意報、警報の種類と対応する一般の利用に適合する注意

報、警報、特別警報の種類及びそれらの発表基準は、次のとおりである。 
 

水防活動の利

用に適合する

注意報・警報 

一般の利用に適

合する注意報・

警報・特別警報 

概要 

気

象

台 

気

象

庁 

水防活動用 

気象注意報 
大雨注意報 

大雨による災害が発生するおそれがあると予想

したとき 
○  

水防活動用 

気象警報 

大雨警報 
大雨による重大な災害が発生するおそれがある

と予想したとき 
○  

大雨特別警報 
大雨が特に異常であるため重大な災害が発生す

るおそれが著しく大きいと予想したとき 
○  

水防活動用 

洪水注意報 
洪水注意報 

大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、災

害が発生するおそれがあると予想したとき 
○  

水防活動用 

洪水警報 
洪水警報 

河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増

水し、重大な災害が発生するおそれがあると予

想したとき 

○  

水防活動用 

高潮注意報 
高潮注意報 

台風や低気圧等による異常な海面の上昇により

災害が発生するおそれがあると予想したとき 
 ○ 

水防活動用 

高潮警報 

高潮警報 

台風や低気圧等による異常な海面の上昇により

重大な災害が発生するおそれがあると予想した

とき 

 ○ 

高潮特別警報 

台風や低気圧等による異常な海面の上昇により

重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと

予想したとき 

 ○ 

   ※一般の利用に適合する洪水の特別警報は設けられていない。 
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（大雨注意報発表基準） 

一次細分区域 市町村等を 

まとめた地域 

市町村等 表面雨量指数基準 

（浸水害） 

土壌雨量指数基準 

（土砂災害） 
(埼玉県)南部 南中部 さいたま市 10 79 

【備考】 
 

（大雨警報発表基準） 

一次細分区域 

 

市町村等を 

まとめた地域 

市町村等 表面雨量指数基準 

（浸水害） 

土壌雨量指数基準 

（土砂災害） 
(埼玉県)南部 南中部 さいたま市 18 115 

【備考】 
 

（洪水注意報発表基準） 

一次細分区域 市町村等を 

まとめた 

地域 

市町村等 流域雨量指数 

基準 

複合基準 

(表面雨量指数、 

流域雨量指数) 

指定河川洪水予

報による基準 

(埼玉県)南部 南中部 さいたま市 元荒川=19.9 
伝右川=3.1 
芝川=9.6 
笹目川=5.5 
綾瀬川=12.3 
鴨川=9.2 
藤右衛門川=8.3 
加田屋川=5.6 
鴻沼川=6.6 

元荒川=(5,11.5) 
芝川=(5,9.6) 
笹目川=(5,5.5) 
綾瀬川=(7,11.1) 
鴨川=(8,7.6) 
藤右衛門川(5,7.6) 
加田屋川=(5,5.4) 
鴻沼川=(5,5.9) 

綾瀬川中流部(一の
橋区間)[一の橋]、 
芝川･新芝川[青木
水門]、 
荒川[治水橋] 

 

【備考】 

※(表面雨量指数、流域雨量指数)の組み合せによる基準値を表しています。 

（洪水警報発表基準） 

一次細分区域 市町村等を 

まとめた 

地域 

市町村等 流域雨量指数 

基準 

複合基準 

(表面雨量指数、 

流域雨量指数) 

指定河川洪水予

報による基準 

(埼玉県)南部 南中部 さいたま市 元荒川=24.9 
伝右川=3.9 
芝川=12.1 
笹目川=6.9 
綾瀬川=15.4 
鴨川=11.5 
藤右衛門川=10.4 
加田屋川=7.1 
鴻沼川=9.5 

元荒川=(14,12.8) 

芝川=(18,11.3) 
笹目川=(8,6.3) 
綾瀬川=(8,12.3) 
鴨川=(8,11.3) 
藤右衛門川=(8,8.4) 
鴻沼川=(16,6.6) 

入間川・小畔川
[菅間], 
綾瀬川中流部(一
の橋区間)[一の
橋]、 
芝川･新芝川[青木
水門]、 
新河岸川[宮戸橋] 
荒川[熊谷・治水
橋･岩淵水門(上)] 

【備考】 

※(表面雨量指数、流域雨量指数)の組み合せによる基準値を表しています。 

（大雨特別警報発表基準） 

現象の種類 発表基準 

大雨 
台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され

る場合 
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（大雨特別警報の発表基準値の格子別一覧） 

 

以下の気象庁 HPに掲載 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/tokubetsu-keiho/kizyun-kishou.html 

 

 

※ 土壌雨量指数・流域雨量指数・表面雨量指数 

 土壌雨量指数とは、降った雨が土壌中に水分量としてどれだけ貯まっているかを、これまでに

降った雨と今後数時間に降ると予想される雨等の雨量データから「タンクモデル」という手法を

用いて指数化したもの。 

流域雨量指数とは、河川の流域に降った雨水が、どれだけ下流の地域に影響を与えるかを、こ

れまでに降った雨と今後数時間に降ると予想される雨から、流出過程と流下過程の計算によって

指数化したもの。 

 大雨によって発生する土砂災害（土石流・がけ崩れなど）は土壌中の水分量が多いほど発生の

可能性が高く、また、何日も前に降った雨が影響している場合もあり、洪水災害（河川の増水、

はん濫など）は、流下してくる雨水の量が多いほど発生の可能性が高く、かつ、上流の降雨が下

流に集まるまでの時間差も考慮しなければならない。 

 表面雨量指数とは、地面の被覆状況や地質、地形勾配などを考慮して、降った雨が地表面にど

れだけ溜まっているかを、タンクモデルを用いて数値化したもの。 
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(２） 警報等の伝達経路及び手段（気象・洪水に関する注意報・警報）

総務省消防庁

気象業務法の規定に基づく法定伝達先

気象業務法による公衆への通知依頼及び周知系統

地域防災計画、行政協定、その他による伝達系統

気象業務法による通知系統

うち、特別警報が発表された際に、通知若しくは周知の措置が義務付け

られる伝達系統

公
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
衆

ＮＨＫさいたま放送局

ＮＴＴ東日本

熊
　
　
　
谷
　
　
　
地
　
　
　
方
　
　
　
気
　
　
　
象
　
　
　
台

警察本部

県
　
災
害
対
策
課

又
は

県
　
災
害
対
策
本
部

交番
駐在所

（放送）

(国)荒川上流河川事務所

水
防
管
理
団
体

警察署

官
公
署

県 河川砂防課
県 県土

整備事務所

県 災害対策本部・支部

市
　
町
　
村
　
役
　
場
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  4.2  洪水予報河川における洪水予報 

（１）種類及び発表基準 

知事は、国土交通大臣が指定した河川について洪水予報の通知を受けたとき、又は

知事が指定した河川について洪水予報をしたときは、水防管理者等に通知するととも

に、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知するものとする。 

また、避難情報発令の判断に資するため、大臣が指定した河川については大臣から、

知事が指定した河川については知事から、関係市町村長にその通知に係る事項を通知

する。 

 

発表する情報の種類、基本的な発表基準は、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種 類 発 表 基 準 

氾濫注意情報 

（洪水注意報） 

基準地点の水位が氾濫注意水位（警戒水位）に到達し、更に水

位上昇が見込まれるとき、氾濫注意水位以上でかつ避難判断水

位未満の状況が継続しているとき、避難判断水位に達したが水

位の上昇が見込まれないとき 

氾濫警戒情報 

（洪水警報） 

基準地点の水位が氾濫危険水位に到達すると見込まれるとき、

避難判断水位に到達し更に水位の上昇が見込まれるとき、氾濫

危険情報を発表中に氾濫危険水位を下回ったとき（避難判断水

位を下回った場合を除く）、避難判断水位を超える状況が継続

しているとき（水位の上昇の可能性がなくなった場合を除く） 

氾濫危険情報 

（洪水警報） 

基準地点の水位が氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）に到達し

たとき、氾濫危険水位以上の状況が継続しているとき、急激な

水位上昇によりまもなく氾濫危険水位を超え、さらに水位の上

昇が見込まれるとき（国発表の洪水警報） 

氾濫発生情報 

（洪水警報） 
氾濫が発生したとき、氾濫が継続しているとき 
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出典:避難情報に関するガイドラインの改定（令和 4 年 9 月） 内閣府 防災情報のページ 

 

 

出典：気象庁 HP 指定河川洪水予報 

 

本市に係る河川・水位情報の一覧を次表に示す。 
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（２）国が行う洪水予報 

 

①洪水予報を行う河川名、区域 

利根川水系 
予報 

区域名 

河川名 区  域 

利根川 

上流部 
利根川 

左岸  群馬県伊勢崎市柴町字小泉 1555 番地先から 

    茨城県猿島郡境町字北野 1920 番地先まで 

右岸  群馬県佐波郡玉村町大字小泉字飯玉前 70 番 6 地先から 
江戸川分派点まで 

江戸川 江戸川 
左岸  利根川からの分派点から 海（旧河川を除く）まで 

右岸  利根川からの分派点から 海（旧河川を除く）まで  

 

荒川水系 

予報 

区域名 

河川名 区  域 

荒川 荒川 

左岸  埼玉県深谷市荒川字下川原 5 番の 2 地先から 
海（旧川を除く）まで 

右岸  埼玉県大里郡寄居町大字赤浜字後古沢 218 番の 18 地先 
から  海（旧川を除く）まで 

入間川・ 

小畔川 

入間川 

左岸  埼玉県川越市大字的場字飛樋下 1563 番の 1 地先から 
    荒川への合流点まで 

右岸  埼玉県川越市大字池辺字権現脇臺 1057 番の 2 地先から 
    荒川への合流点まで 

小畔川 

左岸  埼玉県川越市大字吉田字下河原添608番の2地先から 
    東武鉄道東上線鉄道橋上流端から越辺川への合流点まで 

右岸  埼玉県川越市大字吉田字下河原添608番の2地先から 
    東武鉄道東上線鉄道橋上流端から越辺川への合流点まで 
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②洪水予報の対象となる基準水位観測所 

利根川水系 

予報 

区域名 

河川名 観測 

所名 

地先名 氾濫注意 

水  位 

（警戒水位） 

避難判断 

水  位 

 

氾濫危険 

水  位 

(洪水特別警戒水位) 

利根川 

上流部 
利根川 

八斗島 
群馬県伊勢崎市 

八斗島町 1.90m 3.10m 4.10m 

栗橋 
埼玉県久喜市 

栗橋 
5.00m 7.60m 9.20m 

江戸川 江戸川 西関宿 
埼玉県幸手市 

西関宿 
6.10m 8.10m 8.90m 

 

    荒川水系 

予報 

区域名 

河川名 観測 

所名 

地先名 氾濫注意 

水  位 

（警戒水位） 

避難判断 

水  位 

 

氾濫危険 

水  位 

(洪水特別警戒水位) 

荒川 荒川 

熊谷 
埼玉県熊谷市 

榎町 
3.50m 5.00m 5.50m 

治水橋 
埼玉県さいたま市

西区飯田新田 
7.50m 12.80m 13.30m 

岩淵水門 

(上） 

東京都北区 
志茂５丁目 

4.10m 6.50m 7.70m 

入間川・ 

小畔川 

 

入間川 

菅間 
埼玉県川越市 

鹿飼 
8.00m 11.50m 12.00m 

小ヶ谷 
埼玉県川越市 

小ヶ谷 
2.50m 2.90m 3.30m 

小畔川 八幡橋 
埼玉県川越市 

名細 
3.50m 3.60m 4.20m 

 

③洪水予報の担当官署
 

予報区域名 担当官署 

利根川上流部 国土交通省関東地方整備局 

気象庁大気海洋部 江戸川 

荒川 
国土交通省関東地方整備局 

気象庁大気海洋部 

入間川・ 

小畔川 

荒川上流河川事務所 

熊谷地方気象台 
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④洪水予報の発表形式 

発表形式は、資料４－１のとおり。 

 
⑤洪水予報の伝達経路及び手段 

洪水予報の伝達経路及び手段は、資料４－２のとおり。 

 

（３）県と気象庁が共同で行う洪水予報 

①洪水予報を行う河川名、区域 

利根川水系 

予報 

区域名 

河川名 区  域 

綾瀬川 

中流部 

(一の橋区間) 

綾瀬川 

左岸  さいたま市緑区大字大門字野原4910番の2地先畷橋下流
端から                     
越谷市大字蒲生字山王3794番地先直轄管理区間境まで 

右岸  川口市東川口 5 丁目 31 番 14 号地先畷橋下流端から
草加市金明町 1361 番地３地先直轄管理区間境まで 

 

荒川水系 
予報 

区域名 

河川名 区  域 

新河岸川 新河岸川 

左岸 ・川越市大字大仙波1259-1地先から 
和光市下新倉4197地先まで 

右岸 ・川越市扇河岸243-2地先から 
和光市下新倉6丁目4198-1地先まで 

芝川・ 

新芝川 

芝川 

左岸 ・さいたま市緑区大字大間木字八町2338番地の1地先八丁
橋下流から                   
川口市上青木２丁目地内 新芝川分派点まで 

・東京都足立区鹿浜２丁目地内 新芝川合流点から

川口市領家５丁目地内 荒川合流点まで 

右岸 ・さいたま市緑区大字大間木字八町 1884 番地の 1 地先八
丁橋下流から                  
川口市大字辻地内 新芝川分派点まで 

   ・川口市領家５丁目地内 新芝川合流点から     
川口市領家５丁目地内 荒川合流点まで 

新芝川 

左岸 ・川口市上青木2丁目地内 芝川分派点から 
東京都足立区鹿浜2丁目地内 芝川合流点まで 

右岸 ・川口市大字辻地内 芝川分派点から 
川口市領家5丁目地内 芝川合流点まで 
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②洪水予報の対象となる基準水位観測所 

利根川水系 

予報 

区域名 

河川名 観測 

所名 

地先名 氾濫注意 

水  位 

（警戒水位） 

避難判断 

水位 

 

氾濫危険 

水  位 

(洪水特別警戒水位) 

綾瀬川 
中流部 

(一の橋区間) 
綾瀬川 一の橋 

草加市 
長栄町 A.P.4.05m A.P.4.12m A.P.4.60m 

荒川水系 

予報 

区域名 

河川名 観測 

所名 

地先名 氾濫注意 

水  位 

（警戒水位） 

避難判断 

水位 

 

氾濫危険 

水  位 

(洪水特別警戒水位) 

新河岸川 新河岸川 宮戸橋 
朝霞市 

宮戸 
A.P.6.00m A.P.7.12m A.P.7.48m 

芝川・ 
新芝川 

芝川 
新芝川 

青木水門 
川口市 

辻 
A.P.3.75m A.P.3.88m A.P.4.63m 

 

 

③洪水予報の担当官署 

予報区域名 担当官署 

綾瀬川中流部
(一の橋区間) 

埼玉県県土整備部河川砂防課 

熊谷地方気象台 

新河岸川 
埼玉県県土整備部河川砂防課 

熊谷地方気象台 

芝川・新芝川 
埼玉県県土整備部河川砂防課、東京都建設局河川部防災課 

熊谷地方気象台、気象庁大気海洋部 

 

④洪水予報の発表形式 

発表形式は、資料４－１のとおり。 

 
⑤洪水予報の伝達経路及び手段 

洪水予報の伝達経路及び手段は、資料４－３のとおり。
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4.3  水位周知河川における水位到達情報 

（１）種類及び発表基準 

知事は、国土交通大臣が指定した河川(水位周知河川)について、水位到達情報の

通知を受けた時、又は知事が指定した河川(水位周知河川)について、水位が氾濫危

険水位（法第 13条第１項及び第２項に規定される洪水特別警戒水位）に達したとき

は、その旨を当該河川の水位又は流量を示して水防管理者等に通知するとともに、

必要に応じて報道機関の協力を求めて、一般に周知させるものとする。 

また、避難情報発令の判断に資するため、大臣が指定した河川については大臣か

ら、知事が指定した河川については知事から、関係市町村長にその通知に係る事項

を通知する。 

氾濫注意水位（警戒水位）、避難判断水位への到達情報（氾濫注意水位を下回っ

た場合の情報（氾濫注意情報の解除）を含む）、氾濫発生情報の発表は、可能な範

囲で行うこととする。 

 

発表する情報の種類、基本的な発表基準は、次のとおりである。 

 

種 類 発表基準 

氾濫注意情報 基準地点の水位が氾濫注意水位(警戒水位)に到達したとき 

氾濫警戒情報 基準地点の水位が避難判断水位に到達したとき 

氾濫危険情報 基準地点の水位が氾濫危険水位(洪水特別警戒水位)に到達したとき 

氾濫発生情報 氾濫が発生したとき 

 

 

（２）県が行う水位到達情報の通知 

①水位到達情報の通知を行う河川名、区域 

利根川水系 

河川名 観測所名 区 域 

元荒川 三野宮 

右岸  越谷市大字三野宮字中川原 60-3 地先から 
越谷市東町２丁目（中川合流点）まで 

左岸  越谷市大字野島字川端 73-1 地先から 
越谷市中島（中川合流点）まで 

新方川 増林 

右岸  さいたま市岩槻区大字大戸字沼端 515 地先から 
越谷市中島地先（中川合流点）まで 

左岸  春日部市増田新田字南 313 地先から 
    吉川市川野地先（中川合流点）まで 
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荒川水系 

河川名 観測所名 区 域 

鴨川 

日進上 

右岸  上尾市向山 263-11 地先（揺木橋下流端）から 
    さいたま市西区中野林字袋 346-3 地先まで 

左岸  上尾市西宮下４丁目（揺木橋下流端）から 
    さいたま市西区水判土字堀之内 102-1 地先まで 

鴨川 

排水機場 

右岸  さいたま市西区中野林字袋 346-3 地先から 
    さいたま市桜区新開（さくら草橋上流端）まで 

左岸  さいたま市西区水判土字堀之内 102-1 地先から 
    さいたま市桜区田島９丁目（さくら草橋上流端）まで 

鴻沼川 十五条橋 

右岸  さいたま市北区櫛引町２丁目 253-1 地先から 
    さいたま市桜区田島地先（鴨川合流点）まで 

左岸  さいたま市大宮区大成町３丁目 689 地先から 
    さいたま市桜区田島地先（鴨川合流点）まで 

 

②水位到達情報の通知の対象となる基準水位観測所 

    利根川水系 

河川名 
観測 

所名 
地先名 

水 防 団 

待機水位 

(通報水位) 

氾濫注意
水  位 

(警戒水位) 

避難判断
水  位 

 

氾濫危険
水  位 

(洪水特別警戒水位) 

元荒川 三野宮 
越谷市 
三野宮 

A.P.6.15 A.P.6.55 － A.P.6.80 

新方川 増林 
越谷市 
花田 

A.P.3.25 A.P.3.90 － A.P.4.02 

 

    荒川水系 

河川名 
観測 

所名 
地先名 

水 防 団 

待機水位 

(通報水位) 

氾濫注意
水  位 

(警戒水位) 

避難判断
水  位 

 

氾濫危険
水  位 

(洪水特別警戒水位) 

鴨川 

日進上 
さいたま市北区 
日進町二丁目 

A.P.6.75 A.P.7.60 － A.P.7.85 

鴨川排
水機場 

さいたま市桜区 
下大久保 

A.P.5.00 A.P.6.10 － A.P.6.89 

鴻沼川 
十五 

条橋 

さいたま市北区 
櫛引二丁目 

A.P.12.00 A.P.12.20 － A.P.12.40 
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③水位到達情報の通知の担当官署  

河川名 観測所名 担当官署 

元荒川 三野宮 

埼玉県県土整備部河川砂防課 

新方川 増林 

鴨川 
日進上 

鴨川排水機場 

鴻沼川 十五条橋 

 

④水位到達情報の通知の発表形式 

発表形式は、資料４－４のとおり。 

 

⑤水位到達情報の伝達経路及び手段 

水位到達情報の伝達経路及び手段は、資料４－５のとおり。 
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4.4  水防警報 

4.4.1  安全確保の原則 

水防警報は、洪水によって災害が発生するおそれがあるとき、水防を行う必要

がある旨を警告するものであるが、危険を伴う水防活動にあたっては、従事する

者の安全の確保が図られるように配慮されたものでなければならない。 

そのため､水防警報の発表については､水防活動に従事する者の安全確保に配慮

して通知するものとする。 

 

4.4.2  洪水時の河川に関する水防警報 

（１）種類及び発表基準 

知事は、国土交通大臣が指定した河川について、水防警報の通知を受けたとき、

又は知事が指定した河川について水防警報をしたときは、関係水防管理者その他

水防に関係のある機関に通知するものとする。 

 

水防警報の種類、内容及び発表基準は、次のとおりである。  

種類 内容 発表基準 

待機 

出水あるいは水位の再上昇が懸念される場合
に､状況に応じて直ちに水防機関が出動できる
ように待機する必要がある旨を警告し、また
は、水防機関の出動期間が長引くような場合
に、出動人員を減らしても差支えないが、水
防活動をやめることはできない旨を警告する
もの。 

気象予・警報等及び河川状況等に 
より、必要と認めるとき。  

準備 

水防に関する情報連絡、水防資器材の整備、
水門機能等の点検、通信及び輸送の確保等に
努めるとともに、水防機関に出動の準備をさ
せる必要がある旨を警告するもの。 

雨量、水位、流量とその他の河川 
状況により必要と認めるとき。 

出動 

水防機関が出動する必要がある旨を警告する
もの。 

氾濫注意情報等により、または、
水位、流量その他の河川状況によ
り、氾濫注意水位（警戒水位）を
超えるおそれがあるとき。 

指示 

出水状況及びその河川状況を示し、警戒が必
要である旨を警告するとともに、水防活動上
必要な越水、漏水・法崩れ､亀裂等河川の状況
を示しその対応策を指示するもの。 

氾濫警戒情報等により、または既
に氾濫注意水位（警戒水位）を超
え、災害のおこるおそれがあると
き。 

解除 

水防活動を必要とする出水状況が解消した旨
及び当該基準水位観測所名による一連の水防
警報を解除する旨を通告するもの。 

氾濫注意水位（警戒水位）以下に
下降したとき、または水防作業を
必要とする河川状況が解消したと
認めるとき。 

情報 
雨量、水位の状況、水位予測、河川・地域の
状況等水防活動上必要なもの。 

状況により必要と認めるとき。 

※地震による堤防の漏水、沈下等の場合は、上記に準じて水防警報を発表する。 
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（２）国土交通省が行う水防警報 

①水防警報を行う河川名、区域 

荒川水系 

河川名 観測所名 区 域 

荒川 治水橋 

右岸  川越市大字中老袋字田島 301 番 1 地先から 
    東京都板橋区三園２丁目 80 番の 1 地先まで 

左岸  上尾市大字平方字横町 433 番 5 地先から 
    戸田市大字早瀬１丁目 4335 番地先まで 

 

②水防警報の対象となる基準水位観測所 

荒川水系 

河川名 
観測 

所名 
地先名 

水 防 団 

待機水位 

(通報水位) 

氾濫注意
水  位 

(警戒水位) 

避難判断
水  位 

 

氾濫危険
水  位 

(洪水特別警戒水位) 

計 画 高 

水  位 

 

荒川 治水橋 
さいたま市西区 
大字飯田新田 

7.00 7.50 12.80 13.30 14.59 

 

③水防警報の担当官署 

 荒川水系 

河川名 観測所名 担当官署 

荒川 治水橋 荒川上流河川事務所 

 

④水防警報の発表形式 

発表形式は、資料４－６のとおり。 

 

⑤水防警報の伝達経路及び手段 

水防警報の伝達経路及び手段は、資料４－７ のとおり。 

 

（３）県が行う水防警報 

①水防警報を行う河川名、区域 

利根川水系 

河川名 観測所名 区 域 

綾瀬川 一の橋 

右岸  川口市東川口５丁目 31 番 14 号地先(畷橋下流端)から
草加市金明町 1361-3 地先(直轄管理区間境)まで 

左岸  さいたま市緑区大字大門字野原 4910-2 地先(畷橋下流
端)から                    
越谷市大字蒲生字山王 794 地先(直轄管理区間境)まで 

新方川 増林 

右岸  さいたま市岩槻区大字大戸字沼端 515 地先から 
    越谷市中島地先（中川合流点）まで 

左岸  春日部市増田新田字南 313 地先から 
    吉川市川野地先（中川合流点）まで 
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荒川水系 

河川名 
観測所

名 
区 域 

鴨川 

日進上 

右岸  上尾市向山 263-11 地先（揺木橋下流端）から 
    さいたま市西区中野林字袋 346-3 地先まで 

左岸  上尾市西宮下４丁目（揺木橋下流端)から 
さいたま市西区水判土字堀之内 102-1 地先まで 

鴨川 

排水機場 

右岸  さいたま市西区中野林字袋 346-3 地先から 
    さいたま市桜区新開（さくら草橋上流端）まで 

左岸  さいたま市西区水判土字堀之内 102-1 地先から 
    さいたま市桜区田島９丁目（さくら草橋上流端）まで 

鴻沼川 十五条橋 

右岸  さいたま市北区櫛引町２丁目 253-1 地先から 
    さいたま市桜区田島地先（鴨川合流点）まで 

左岸  さいたま市大宮区大成町３丁目 689 地先から 
    さいたま市桜区田島地先（鴨川合流点）まで 

芝川 青木水門 

右岸  さいたま市緑区大字大間木字八町 1884-1 地先（八丁
橋下流）から                  
川口市大字辻地内（新芝川分派点）まで 

    川口市領家５丁目地内（新芝川合流点）から 
川口市領家５丁目地内（荒川合流点）まで 

左岸  さいたま市緑区大字大間木字八町 2338-1 地先（八丁
橋下流）から                  
川口市上青木２丁目地内（新芝川分派点）まで 

    足立区鹿浜２丁目地内（新芝川合流点）から 
川口市領家５丁目地内（荒川合流点）まで 

 

②水防警報の対象となる基準水位観測所 

利根川水系 

河川名 
観測 

所名 
地先名 

水 防 団 

待機水位 

(通報水位) 

氾濫注意
水  位 

(警戒水位) 

避難判断
水  位 

 

氾濫危険
水  位 

(洪水特別警戒水位) 

計 画 高 

水  位 

 

綾瀬川 一の橋 
草加市 
長栄町 

A.P.3.60 A.P.4.05 A.P.4.12 A.P.4.60 A.P.4.590 

新方川 増林 
越谷市 
花田 

A.P.3.25 A.P.3.90 － A.P.4.02 A.P.4.790 
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荒川水系 

河川名 
観測 

所名 
地先名 

水 防 団 

待機水位 

(通報水位) 

氾濫注意

水  位 

(警戒水位) 

避難判断

水  位 

 

氾濫危険
水  位 

(洪水特別警戒水位) 

計 画 高 

水  位 

 

鴨川 

日進上 
さいたま市北区 
日進町二丁目 

A.P.6.75 A.P.7.60 － A.P.7.85 A.P.8.570 

鴨川排
水機場 

さいたま市桜区 
下大久保 

A.P.5.00 A.P.6.10 － A.P.6.89 A.P.7.300 

鴻沼川 
十五 
条橋 

さいたま市北区 
櫛引二丁目 

A.P.12.00 A.P.12.20 － A.P.12.40 A.P.12.630 

芝川 
青木 
水門 

川口市 
辻 

A.P.3.15 A.P.3.75 A.P.3.88 A.P.4.63 A.P.6.123 

 

③水防警報の担当官署 

河川名 観測所名 担当官署 

綾瀬川 一の橋 

埼玉県県土整備部河川砂防課 

新方川 増林 

鴨川 
日進上 

鴨川排水機場 

鴻沼川 十五条橋 

芝川 青木水門 

 

④水防警報の発表形式 

 発表形式は、資料４－８のとおり。 

 

⑤水防警報の伝達経路及び手段 

水防警報の伝達経路及び手段は、資料４－９ のとおり。 
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第５章 水位等の観測、通報及び公表 

 5.1 水位の観測、通報及び公表 

 （１）水位観測所 

市内及び市が関係する水位観測所は、県管理の水位観測所が３７箇所あるほか、他

の量水標管理者が管理する水位観測所が２箇所ある。詳細は資料５－１に示す。 

また、市で水位観測し通報を行っている観測所はない。 
 

 （２）水位の通報 

①水防管理者又は量水標管理者は、洪水のおそれがあることを自ら知り、又は 4.2 の

洪水予報の通知を受けた場合において、量水標等の示す水位が水防団待機水位（通

報水位）を超えるときは、その水位の状況をさいたま県土整備事務所に通報しなけ

ればならない。 

②県土整備事務所長は、管内観測所若しくは水防管理者又は量水標管理者からの水位

の通報を受けたときは、直ちに埼玉県河川砂防課に通報するものとする。 

③埼玉県河川砂防課は、水位の通報を受けたときは、氾濫水が到達するおそれのある

各県土整備事務所及び総合治水事務所に直ちに通報するものとする。 
 

 （３）水位の公表 

   水防本部は、次の方法で水位状況を公表するものとする。 

    川の防災情報（国土交通省） 

パソコン版・スマートフォン版（https://www.river.go.jp/portal） 

埼玉県版川の防災情報 

     パソコン版・スマートフォン版（https://suibo-river.pref.saitama.lg.jp） 

さいたま市水位情報システム 

  パソコン版 (https://www.flood-info.city.saitama.jp/) 

スマートフォン版 

（https://www.flood-info.city.saitama.jp/JP/smt/index.aspx） 

  さいたま市水位情報システムの詳細は資料５－２に示す。  

 

 5.2 雨量の観測及び通報 

 （１）雨量観測所 

市内の雨量観測所は１８箇所ある。詳細は、資料５－３のとおりである。また、市

で雨量観測し通報を行っている観測所はない。 
 

 （２）雨量の通報 

  県土整備事務所長は、管内観測所からの雨量の情報を直ちに埼玉県河川砂防課に通

報し、埼玉県河川砂防課はその情報を関係する県土整備事務所及び総合治水事務所に

通報するものとする。 
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（３）雨量の公表 

   埼玉県河川砂防課は、次の方法で雨量状況を公表するものとする。 

    川の防災情報（国土交通省） 

パソコン版・スマートフォン版（https://www.river.go.jp/portal） 

    埼玉県版川の防災情報 

     パソコン版・スマートフォン版（https://suibo-river.pref.saitama.lg.jp） 
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第６章 気象予報等の情報収集 

気象予報、雨量、河川の水位、潮位、波高等については、以下のウェブサイトでパソ

コンやスマートフォン、携帯電話から確認することができる。 

 

（１）気象情報 

・気象庁 

https://www.jma.go.jp/ 

 

（２）雨量・河川水位 

国土交通省 

・川の防災情報 

パソコン版・スマートフォン版（https://www.river.go.jp/portal） 

 

（３）潮位・波高 

国土交通省防災情報リンク 

 https://www.milt.go.jp/saigai/bosaijoho/ 

気象庁 

・潮位観測情報 

 https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#contents=tidelevel 

・海洋の健康診断表 

 https://www.data.jma.go.jp/kaiyou/shindan/index.html 

・波浪に関するデータ 

https://www.data.jma.go.jp/kaiyou/shindan/index_wave.html 
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第７章 水門等の操作 

7.1  水門等 

（１）河川区間の水門（洪水） 

水防上重要な水門等各施設の操作基準は 資料７ のとおりである。 

水門等の管理者は、常に当該施設が十分その機能を発揮できるよう努めるとともに、

特に、水防活動時においては、適正な操作を行い、水害の軽減、防止に努めるものと

する。 

水門等の管理者は、気象警報・注意報等及び洪水予報・水防警報が発表されたとき、

又は雨量、水位、流量等の気象状況を考慮し、洪水時又は洪水のおそれがあると認め

たときは、各施設の操作規則等に基づき、的確な操作を行うものとする。 

 

7.2  操作の連絡 

水門等の管理者は、各施設の操作規則等に基づき、放流等の情報を直ちに河川管理

者、所管建設事務所等に迅速に連絡するものとする。 

 

7.3  連絡系統 

連絡系統図に従って連絡し、やむを得ない理由により、この系統によりがたい場合

はあらゆる手段を尽くして迅速確実に連絡する。 
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第８章 通信連絡 
8.1  通信連絡系統 

（１）国が発表する洪水予報（水防法第 10 条第 2 項、第 3 項） 

指令課 

警防課 

防災課 

TEL 048-829-1126 
FAX 048-829-1978 

国土交通省関東地方整備局 

災害対策室と 

気象庁予報部の 

共同発表 

水位関係：048-600-1419 

気象関係：03-3212-8341 

埼玉県河川砂防課 
TEL 048-830-5137 

FAX 048-830-4865 

 
TEL 048-861-2495 

FAX 048-866-9713 

河川課 
TEL 048-829-1585 

FAX 048-829-1968 

荒 川  入間川流域 

荒川本川 入間川 

荒川上流河川事務所 

TEL 049-246-6715 

FAX 049-246-6391 

利根川上流部 

利根川 

利根川上流河川事務所 

TEL 0480-52-9839 

FAX 0480-52-9852 

（予報区名）

（河川名）

江戸川 

江戸川 

江戸川河川事務所 

TEL 04-7125-7332 

FAX 04-7123-6741 

発表機関 

基
本
ル 

ト 

福祉総務課 

高齢福祉課 

介護保険課 

障害政策課 

関係福祉施設 

関係福祉施設 

関係福祉施設 

河川整備課（南・北建設事務所） 

各区役所総務課 

各区役所支援課 

各区役所高齢介護課 

（入間川のみ） 

補助ルート 

各公立学校 

子ども政策課 

子育て支援課 

関係福祉施設 

関係福祉施設 

関係福祉施設 

関係福祉施設 

ひまわり学園 

学校施設管理課 

障害福祉課 関係福祉施設 

関係福祉施設 

関係福祉施設 

補
助
ル 

ト 

荒
川
の
み 

 

基
本
ル 

ト 

荒
川
の
み 

 

 

入
間
川
の
み 

 

 
入
間
川
の
み 

 
 

保育施設支援課 

関係福祉施設 

保育課 
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・対象となる河川及び水位標

芝川 青木水門 新河岸川 宮戸橋

綾瀬川 一の橋

・伝達系統
　（発表機関）

埼玉県河川砂防課
TEL 048-830-5137
FAX 048-830-4865

さいたま県土整備事務所
TEL 048-861-2495
FAX 048-866-9713

TEL 048-829-1585 TEL 048-829-1126
FAX 048-829-1968 FAX 048-829-1978

市関係各所（32ページと同様）

（２）知事と気象庁長官が共同して発表する洪水予報（水防法第11条第1項）

さいたま市 河川課
さいたま市
危機管理部防災課
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（３）国土交通大臣が発表する水防警報伝達系統（水防法第 16 条関連） 

 

・対象となる河川及び水位標 

荒川   治水橋   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指令課 

警防課 

防災課 
TEL 048-829-1126 

FAX 048-829-1978 

埼玉県河川砂防課 

TEL 048-830-5137 
FAX 048-830-4865 

さいたま県土整備事務所 

TEL 048-861-2495 
FAX 048-866-9713 

河川課 
TEL 048-829-1585 

FAX 048-829-1968 

荒川上流河川事務所 

TEL 049-246-6715 

FAX 049-246-6391 

・伝達系統 

（発表機関） 

基
本
ル
 
ト 

福祉総務課 

高齢福祉課 

介護保険課 

障害政策課 

関係福祉施設 

関係福祉施設 

関係福祉施設 

河川整備課（南・北建設事務所） 

各区役所総務課 

各区役所支援課 

各区役所高齢介護課 

補
助
ル
 
ト 

各公立学校 

子ども政策課 

幼児・放課後児童課 
 

子育て支援課 

保育施設支援課 

関係福祉施設 

関係福祉施設 

関係福祉施設 

関係福祉施設 

ひまわり学園 

学校施設管理課 

障害福祉課 関係福祉施設 

関係福祉施設 

関係福祉施設 

農業政策課 

卸売市場 

各自主防災組織等 

子ども家庭総合センター  

関係福祉施設 保育課 
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（４）埼玉県知事が発表する水防警報伝達系統（水防法第16条関連）

・対象となる河川及び水位標

鴨　川 日 進 上 芝川 青木水門

鴨川排水機場 綾瀬川 一の橋

鴻沼川 十五条橋 新方川 増　林

・伝達系統
　（発表機関）

埼玉県河川砂防課
TEL 048-830-5137
FAX 048-830-4865

さいたま県土整備事務所
TEL 048-861-2495
FAX 048-866-9713

TEL 048-829-1585
FAX 048-829-1968

市関係各所（34ページと同様）

（５）埼玉県知事が発表する水位情報の通知及び周知－伝達系統（水防法第13条第2項）

・対象となる河川及び水位標

鴨　川 日 進 上 元荒川 三野宮

鴨川排水機場 新方川 増　林

鴻沼川 十五条橋

・伝達系統

　（発表機関）

埼玉県河川砂防課

TEL 048-830-5137

FAX 048-830-4865

TEL 048-861-2495

FAX 048-866-9713

TEL 048-829-1585 TEL 048-829-1126

FAX 048-829-1968 FAX 048-829-1978

市関係各所（34ページと同様）

さいたま市 河川課
さいたま市
危機管理部防災課

さいたま市 河川課

さいたま県土整備事務所
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水防関係連絡一覧

水防関係連絡先一覧（河川）
１　官公署等（県関係、県警本部ほか）

名　　　称 メールアドレス 電　　　話 防災行政電話 ＦＡＸ

埼 玉 県
河 川 砂 防 課

a5120-01@pref.saitama.lg.jp ０４８－８３０－５１３７ 防災釦－６－５１３７ ０４８－８３０－４８６５

埼 玉 県
河 川 環 境 課

a5120-01@pref.saitama.lg.jp ０４８－８３０－５１４２ 防災釦－６－５１４２ ０４８－８３０－４８６６

埼 玉 県
さ い た ま 県 土 整 備 事 務 所

p612495e@pref.saitama.lg.jp ０４８－８６１－２４９５ ９－５１１－２１ ０４８－８６６－９７１３

埼 玉 県
朝 霞 県 土 整 備 事 務 所

j7146619@pref.saitama.lg.jp ０４８－４７１－４６６１ ９－５２２－２１ ０４８－４７１－４６６６

埼 玉 県
北 本 県 土 整 備 事 務 所

m538200@pref.saitama.lg.jp ０４８－５４０－８２００ ９－５１２－２１ ０４８－５４０－８２０３

埼 玉 県
川 越 県 土 整 備 事 務 所

r432020p@pref.saitama.lg.jp ０４９－２４３－２０２３ ９－５１３－２１ ０４９－２４３－２１３４

埼 玉 県
飯 能 県 土 整 備 事 務 所

f732281d@pref.saitama.lg.jp ０４２－９７３－２２８１ ９－５１４－２１ ０４２－９７５－１４１７

埼 玉 県
東 松 山 県 土 整 備 事 務 所

s222333g@pref.saitama.lg.jp ０４９３－２２－２３３３ ９－５１５－２１ ０４９３－２１－１２１４

埼 玉 県
秩 父 県 土 整 備 事 務 所

t2237156@pref.saitama.lg.jp ０４９４－２２－３７１５ （*９８５）５１６－２１ ０４９４－２１－１２７０

埼 玉 県
本 庄 県 土 整 備 事 務 所

u2131419@pref.saitama.lg.jp ０４９５－２１－３１４１ ９－５１７－２１ ０４９５－２５－１４７０

埼 玉 県
熊 谷 県 土 整 備 事 務 所

k3387783@pref.saitama.lg.jp ０４８－５３３－８４１６ ９－５１８－２１ ０４８－５３０－１２７０

埼 玉 県
行 田 県 土 整 備 事 務 所

k5452111@pref.saitama.lg.jp ０４８－５５４－５２１１ ９－５１９－２１ ０４８－５５４－５２１６

埼 玉 県
越 谷 県 土 整 備 事 務 所

q645221i@pref.saitama.lg.jp ０４８－９６４－５２２１ ９－５２０－２１ ０４８－９６０－１５３０

埼 玉 県
杉 戸 県 土 整 備 事 務 所

g342381a@pref.saitama.lg.jp ０４８０－３４－２３８１ ９－５２１－２１ ０４８０－３６－１４４２

埼 玉 県
総 合 治 水 事 務 所

n3720013@pref.saitama.lg.jp ０４８－７３７－２００１ ９－５２４－２１ ０４８－７３９－１４３５

埼 玉 県
道 路 環 境 課

a5090-08@pref.saitama.lg.jp ０４８－８３０－５１０７ 防災釦－６－５１０７ ０４８－８３０－１９４２

埼 玉 県
災 害 対 策 課

a8170-01@pref.saitama.lg.jp
０４８－８３０－８１８１
時間外　０４８－８３０

　　－８１１１
防災釦－６－８１８１ ０４８－８３０－８１５９

埼 玉 県 警 察 本 部
危 機 管 理 課

saitaika@
mail.police.pref.saitama.jp

０４８－８３２－０１１０
内線　５８３３～５８３５

－ ０４８－８２５－９６２８

東 京 都
建 設 局 河 川 部 防 災 課

mail-rcv@kasen-
suibo.metro.tokyo.jp

０３－５３２０－５４３５ ８３－７０２－７０９７２
（受信優先）

０３－５３８８－１５３５
０３－５３８８－１５３４

茨 城 県
河 川 課

suibou@pref.ibaraki.lg.jp ０２９－３０１－４４９０ ８３－７６５－４４９０ ０２９－３０１－４４９９

群 馬 県
河 川 課

kasen-bousai@
pref.gunma.lg.jp

０２７－２２６－３６１９ － ０２７－２２４－１３６８

栃 木 県
河 川 課

kasen@pref.tochigi.lg.jp ０２８－６２３－２４４５ － ０２８－６２３－２４４１

千 葉 県
河 川 環 境 課

suibohonbu@mz.pref.chiba.lg.j
p

０４３－２２３－３１５６ ８３－７０４－７６４０ ０４３－２２１－１９５０

東日本電信電話㈱埼玉事業部
設 備 部 （ 災 害 対 策 室 ）

saitama_saitai1-
gm@east.ntt.co.jp

０４８－６２６－６６２３
時間外　０４８－８２４

　　－４１４１
－

０４８－８３４－７４９５
時間外　８２２－９９６１

東 京 発 電 ㈱
埼 玉 事 業 所 玉 淀 事 務 所

teg-
tamayodo@touhatu.tgn.ne.jp

０４８－５８１－１１３３ － ０４８－５８１－５０４０
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名　　　称 メールアドレス 電　　　話 マイクロ電話 ＦＡＸ

国 土 交 通 省
関 東 地 方 整 備 局
災 害 対 策 室

－ ０４８－６００－１４１９ ８３－６３９１、６３９２ ０４８－６００－１４２０

国 土 交 通 省
荒 川 上 流 河 川 事 務 所

ktr-arajo-saitai01@
mlit.go.jp

０４９－２４６－６７１５
８３－７３２－５９１

～５９５
０４９－２４６－６３９１

同 上
西 浦 和 出 張 所

－ ０４８－８６１－９１２９ － ０４８－８３９－４６７０

同 上
入 間 川 出 張 所

－ ０４９－２３１－０４５８ － ０４９－２３１－７５９０

同 上
越 辺 川 出 張 所

－ ０４９３－３４－３１２９ － ０４９３－３４－３４６６

同 上
熊 谷 出 張 所

－ ０４８－５２２－０６１２ － ０４８－５２４－５０４１

国 土 交 通 省
荒 川 下 流 河 川 事 務 所

ktr-arage-saigai@mlit.go.jp ０３－３９０２－３２２０
８３－７３３－５９１

～５９４
０３－３９０２－６６７６

同 上
岩 淵 出 張 所

－ ０３－３９０１－４２４０ ８３－７３３－６１２５ ０３－３９０１－２４４２

国 土 交 通 省
利 根 川 上 流 河 川 事 務 所

ktr-tonejo-saitai@mlit.go.jp ０４８０－５２－９８３９ ８３－７１１－５９１ ０４８０－５２－９８５２

同 上
大 利 根 出 張 所

ktr-83711-
ootone@nyb.mlit.go.jp

０４８０－７２－８３６０ ８３－７１１－６３２２ ０４８０－７２－８３６３

同 上
川 俣 出 張 所

ktr-83711-
kawamata@nyb.mlit.go.jp

０４８－５６３－１９９２ ８３－７１１－６２２２ ０４８－５６３－１９９３

同 上
八 斗 島 出 張 所

ktr-83711-
yattajima@nyb.mlit.go.jp

０２７０－３２－０１６８ ８３－７１１－６１２２ ０２７０－３２－０５３６

国 土 交 通 省
江 戸 川 河 川 事 務 所

ktr-edobousai@mlit.go.jp ０４－７１２５－７３３２
８３－７３１－５９１

　　　　　　　　～５９８
０４－７１２３－６７４１

同 上
三 郷 出 張 所

－ ０４８－９５２－７０１５ ８３－７３１－６７２５ ０４８－９５２－７９０５

同 上
中 川 出 張 所

－ ０４８－９６２－２６３４ ８３－７３１－６５２２ ０４８－９６５－８４８２

同 上
中 川 下 流 出 張 所

－ ０３－３６９４－２７５７ ８３－７３１－６６２２ ０３－３６９３－３９３２

同 上
江 戸 川 上 流 出 張 所

－ ０４８－７４６－００６３ ８３－７３１－６１２２ ０４８－７４５－０１６５

同 上
運 河 出 張 所

－ ０４－７１５２－０１０２ ８３－７３１－６２２２ ０４－７１５２－６９６１

同 上
首都圏外郭放水路管理支所

－ ０４８－７４６－７５２４ ８３－７３１－６９２２ ０４８－７４６－７５７４

国 土 交 通 省
高 崎 河 川 国 道 事 務 所

－ ０２７－３４５－６０６２ ７４５－３８１～５ ０２７－３４５－６０９７

同 上
高 崎 出 張 所

－ ０２７－３２２－２５９７
７４５－６１２５

６１２２～６１２５
０２７－３２２－２５９２

陸 上 自 衛 隊
第 ３ ２ 普 通 課 連 隊 第 ２ 科
（ 大 宮 駐 屯 地 ）

ea_1d_32i_hq_t@gbase.gsdf.mod
.go.jp

０４８－６６３－４２４１
内線　４２５～４２６

時間外直通　内線　４０２
－

０４８－６６３－４２４１
内線　４２７

陸 上 自 衛 隊 弟 １ 師 団
司 令 部 （ 練 馬 駐 屯 地 ）

－
０３－３９３３－１１６１
内線2128,2129,2723,2724
時間外直通　内線2709

－ ０３－３９３３－８２２０

気 象 庁
熊 谷 地 方 気 象 台

－ ０４８－５２１－００５８ － ０４８－５２６－１５６１

２　官公署（国土交通省関係、自衛隊）
                                                                    ※つながらない場合は執務室に連絡
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３　指定水防管理団体

名　　　称 メールアドレス 事　務　局 電　　　話 ＦＡＸ

川 島 町 soumu@town.kawajima.lg.jp
川 島 町
防 災 対 策 室

０４９－２９９－１７５３ ０４９－２９７－６０５８

行 田 市 kikikanri@city.gyoda.lg.jp
行 田 市
危 機 管 理 課

０４８－５５６－１１１１ ０４８－５５６－２１１７

さ い た ま 市 kasen@city.saitama.lg.jp
さ い た ま 市
河 川 課

０４８－８２９－１５８５ ０４８－８２９－１９６８

吉 見 町
 y-

9002@town.yoshimi.saitama.jp
吉見町総務課 ０４９３－５４－１５０５ ０４９３－５４－４２００

荒 川 左 岸 水 害 予 防 組 合  douro@city.warabi.saitama.jp
蕨 市
道 路 公 園 課

０４８－４３３－７７１８ ０４８－４３１－６７８９

大里郡利根川水害予防組合 douro@city.fukaya.lg.jp
深 谷 市
道 路 河 川 課

０４８－５７４－６６５２
時間外・土日祝日

０４８－５７１－１２１１
０４８－５７４－６６７０

越辺川･高麗川水害予防組合 sakado28@city.sakado.lg.jp
坂 戸 市
防 災 安 全 課

０４９－２８３－１３３１
内線　２１９

直通　　２８３－１４８９
０４９－２８３－３９０３

神 流 川 水 害 予 防 組 合
bousaik@town.

saitama-kamikawa.lg.jp
神 川 町
防 災 環 境 課

０４９５－７７－２１２４ ０４９５－７７－３９１５

坂 東 上 流 水 害 予 防 組 合 kikikanri@city.honjo.lg.jp
本 庄 市
危 機 管 理 課

０４９５－２５－１１１１
内線　３７１１

０４９５－２２－０６０２

荒 川 北 縁 水 防 事 務 組 合 kanri@city.kumagaya.lg.jp 熊谷市管理課 ０４８－５２４－１４８１ ０４８－５２５－８８７８

江 戸 川 水 防 事 務 組 合  bousai@city.misato.lg.jp
三 郷 市
危 機 管 理 防 災 課

０４８－９３０－７８３２
時間外　９５２－１２１１

０４８－９５２－６７８０
時間外　９５２－１５４４

加須市･羽生市水防事務組合 chisui@city.kazo.lg.jp 加須市治水課
０４８０－６２－１１１１

内線　２３７
０４８０－６２－１９３４

熊 谷 市
(旧荒川南縁水害予防組合)

o-gyoseic@
city.kumagaya.lg.jp

熊谷市大里行政センター ０４９３－３９－０３１１ ０４９３－３９－３３０９

利根川栗橋流域水防事務組合 kikikanri@city.kuki.lg.jp
久 喜 市
危 機 管 理 課

０４８０－２２－１１１１
内線　２６４６

０４８０－２１－１６４１

４　水防管理団体（市町村）

名　　　称 担　当　課 メールアドレス 電　　　話 ＦＡＸ

上 尾 市 道路河川課 s359000@city.ageo.lg.jp ０４８－７７５－９３８１ ０４８－７７５－９９０６

朝 霞 市 危機管理室
kiki_kanri@city.asaka.lg.

jp
０４８－４６３－１１１１

内線　２３７２
０４８－４６３－１１９５

伊 奈 町 土木課
doboku@town.saitama-

ina.lg.jp
０４８－７２１－２１１１ ０４８－７２１－２１３８

入 間 市 危機管理課 ir411000@city.iruma.lg.jp
０４－２９６４－１１１１

内線　３３６１
０４－２９６４－７８１８

小 鹿 野 町 総務課
shoboubosai@town.ogano.lg

.jp
０４９４－７５－１２２１ ０４９４－７５－２８１９

小 川 町 防災地域支援課
ogawa101@town.saitama-

ogawa.lg.jp
０４９３－７２－１２２１ ０４９３－７４－２９２０

桶 川 市 道路河川課 kasen@city.okegawa.lg.jp
０４８－７８６－３２１１

内線　２７３２
０４８－７８６－５０４３

越 生 町 総務課 soumu@town.ogose.lg.jp ０４９－２９２－３１２１ ０４９－２９２－５４００
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名　　　称 担　当　課 メールアドレス 電　　　話 ＦＡＸ

春 日 部 市 危機管理防災課 bosai@city.kasukabe.lg.jp

０４８－７３６－１１１１
内線　２３４１

時間外　消防本部警防課
指令担当

０４８－７３８－３１１１

０４８－７３４－０８６９
時間外　消防本部警防課

指令担当
０４８－７３５－１５３６

加 須 市 治水課 chisui@city.kazo.lg.jp
０４８０－６２－１１１１

内線　２３７
０４８０－６２－１９３４

神 川 町 防災環境課
bousaik@town.saitama-

kamikawa.lg.jp
０４９５－７７－２１２４ ０４９５－７７－３９１５

上 里 町 くらし安全課
kurashi@town.kamisato.lg.

jp
０４９５－３５－１２２６

内線　２２２１
０４９５－３３－２４２９

川 口 市 河川課
110.04000@city.kawaguchi.

lg.jp
０４８－２８０－１２０９ ０４８－２８５－２００１

川 越 市 河川課 kasen@city.kawagoe.lg.jp ０４９－２２４－６０４１ ０４９－２２４－８８０４

川 島 町 防災対策室 soumu@town.kawajima.lg.jp ０４９－２９９－１７５３ ０４９－２９７－６０５８

北 本 市 くらし安全課
bousai@city.kitamoto.lg.j

p
０４８－５９４－５５２３ ０４８－５９２－５９９７

行 田 市 危機管理課
kikikanri@city.gyoda.lg.j

p
０４８－５５６－１１１１ ０４８－５５６－２１１７

久 喜 市 危機管理課 kikikanri@city.kuki.lg.jp
０４８０－２２－１１１１

内線　２６４６
０４８０－２１－１６４１

熊 谷 市 管理課 kanri@city.kumagaya.lg.jp ０４８－５２４－１４８１ ０４８－５２５－８８７８

鴻 巣 市 危機管理課
kikikari@city.kounosu.lg.

jp

０４８－５４１－１３２１
内線　２４７３

直通　５４１－１８７９
０４８－５４３－５４８０

越 谷 市 危機管理室
kikikanri@city.koshigaya.

lg.jp

０４８－９６４－２１１１
内線　３３１６

時間外　消防局指令課
０４８－９７４－０１０１

０４８－９６５－７８０９
時間外　消防局指令課

０４８－９７７－１１９９

さ い た ま 市 河川課 kasen@city.saitama.lg.jp ０４８－８２９－１５８５ ０４８－８２９－１９６８

坂 戸 市 防災安全課
sakado28@city.sakado.lg.j

p

０４９－２８３－１３３１
内線　２１９

直通　２８３－１４８９
０４９－２８３－３９０３

幸 手 市 くらし防災課 bousai@city.satte.lg.jp
０４８０－４３－１１１１

内線　５８２
０４８０－４３－６０３３

狭 山 市 危機管理課
kikikanri@city.sayama.lg.

jp
０４－２９５３－１１１１

内線　３６９４
０４－２９５４－８６７０

志 木 市 防災危機管理課 bousai@city.shiki.lg.jp
０４８－４７３－１１２３
時間外　４７３－１１１１

０４８－４７３－１２９４

白 岡 市 安心安全課
anshinanzen@city.shiraoka

.lg.jp
０４８０－９２－１１１１

内線　３７１
０４８０－９２－９０９６

杉 戸 町 危機管理課
kikikanri＠

town.sugito.lg.jp
０４８０－３３－１１１１

内線　２８２
０４８０－３３－４５５０

草 加 市 建設管理課 ken-kanri@city.soka.lg.jp ０４８－９２２－２０６９ ０４８－９２２－３１５２

秩 父 市 危機管理課 kiki@city.chichibu.lg.jp
０４９４－２２－２２１１

内線　１３６２
０４９４－２２－１３６３

鶴 ヶ 島 市 危機管理課
10400090@city.tsurugashim

a.lg.jp
０４９－２７１－１１１１ ０４９－２７１－１１９０

と き が わ 町 総務課 bosai@town.tokigawa.lg.jp ０４９３－６５－１５２１ ０４９３－６５－３６３１

所 沢 市 河川課
a9375@city.tokorozawa.lg.

jp
０４－２９９８－９３７５ ０４－２９９８－９１５３

戸 田 市 河川課 kasen@city.toda.lg.jp ０４８－２２９－４８０１ ０４８－４４４－１６０９
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名　　　称 担　当　課 メールアドレス 電　　　話 ＦＡＸ

滑 川 町 総務政策課
na3411103@town.
namegawa.lg.jp

０４９３－５６－６９１２ ０４９３－５６－２４４８

長 瀞 町 総務課 somu@town.nagatoro.lg.jp ０４９４－６６－３１１１ ０４９４－６６－０８９４

新 座 市 危機管理室
kikikanri@city.niiza.lg.j

p
０４８－４７７－２５０２ ０４８－４８１－６７４８

蓮 田 市 危機管理課
kikikanri@city.hasuda.lg.

jp
０４８－７６５－１７３４ ０４８－７６５－１７００

鳩 山 町 総務課 h210@town.hatoyama.lg.jp ０４９－２９６－１２１１ ０４９－２９６－２５９４

羽 生 市 建設課 kensetsu@city.hanyu.lg.jp
０４８－５６１－１１２１

内線　２５１
時間外　５６５－１９１９

０４８－５６１－６３８０
時間外　５６５－１１６６

飯 能 市 防災危機管理室
kikikanri@city.hanno.lg.j

p
０４２－９７３－２７２３ ０４２－９７２－８４５５

東 秩 父 村 総務課
soumu@vill.

higashichichibu.lg.jp
０４９３－８２－１２２２ ０４９３－８２－１５６２

東 松 山 市 危機管理防災課
KIKIKANRIBOSAIKA@city.
higashimatsuyama.lg.jp

０４９３－２１－１４０５
時間外　２３－２２２１

０４９３－２２－７７９９

日 高 市 危機管理課
kikikanri

@city.hidaka.lg.jp
０４２－９８９－２１１１

内線　３３４４
０４２－９８５－３３７１

深 谷 市 総務防災課 somu@city.fukaya.lg.jp
０４８－５７４－６６３５

時間外・土日祝
０４８－５７１－１２１１

０４８－５７１－５０５５

富 士 見 市 危機管理課 flg010@city.fujimi.lg.jp
０４９－２５１－２７１１

内線　４４５
０４９－２５１－２７６０

ふ じ み 野 市 危機管理防災課 bosai@city.fujimino.lg.jp ０４９－２６２－９０１７ ０４９－２５７－６０６１

本 庄 市 危機管理課
kikikanri

@city.honjo.lg.jp
０４９５－２５－１１１１

内線　３７１１
０４９５－２２－０６０２

松 伏 町 総務課
soumu1010200@town.
matsubushi.lg.jp

０４８－９９１－１８９５
時間外(守衛室)９９１－１９０

０
０４８－９９１－７６８１

三 郷 市 危機管理防災課 bousai@city.misato.lg.jp
０４８－９３０－７８３２
時間外　９５２－１２１１

０４８－９５２－６７８０
時間外　９５２－１５４４

美 里 町 建設課
doboku@town.saitama-

misato.lg.jp
０４９５－７６－５１３４ ０４９５－７６－０９０９

皆 野 町 総務課
kikikanri

@town.minano.lg.jp
０４９４－６２－１２３１ ０４９４－６２－２７９１

宮 代 町 町民生活課
anshin@town.

miyashiro.lg.jp
０４８０－３４－１１１１ ０４８０－３４－１０９３

三 芳 町 道路交通課
douro@town.saitama-

miyoshi.lg.jp
０４９－２７４－１０１１ ０４９－２７４－１０５２

毛 呂 山 町 総務課 soumu@town.moroyama.lg.jp ０４９－２９５－２１１２ ０４９－２９５－０７７１

八 潮 市 危機管理防災課 k-bosai@city.yashio.lg.jp
０４８－９９６－２１１１

内線　３０５
０４８－９９６－２２０６

横 瀬 町 総務課 soumu@town.yokoze.lg.jp ０４９４－２５－０１１１ ０４９４－２３－９３４９

吉 川 市 危機管理課
kikikanri@city.
yoshikawa.lg.jp

０４８－９８２－５１１１
時間外 吉川・松伏消防組合

消防本部指令課
９８２－３９３１

０４８－９８２－９４０１
時間外 吉川・松伏消防組合

消防本部指令課
９８２－３９１７

吉 見 町 総務課
y-9002@town.yoshimi.

saitama.jp
０４９３－５４－１５０５ ０４９３－５４－４２００

寄 居 町 自治防災課
jichibousai@town.
yorii.saitama.jp

０４８-５８１-２１２１
内線３７１

０４８－５８１－５１００

嵐 山 町 地域支援課
r-chiikisien02

@town.ranzan.lg.jp
０４９３－６２－２１５２ ０４９３－６２－５９３５

和 光 市 危機管理室 b0200@city.wako.lg.jp
０４８－４６４－１１１１

内線　２３７５
０４８－４６４－１２３４

蕨 市 道路公園課
douro@city.

warabi.saitama.jp
０４８－４３３－７７１８ ０４８－４３１－６７８９

40
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ＮＴＴ線加入電話番号
機関名 郵便番号 所在地 電話番号

国土交通省関係

国土交通省 100-0013 東京都千代田区霞が関２－１－３ 03(3580)4311

関東地方整備局 330-9724 さいたま市中央区新都心２－１ 048(601)3151

利根川上流河川事務所(防災対策課) 349-1198 久喜市栗橋北二丁目１９番１号 0480(52)3956

　　八斗島出張所 372-0827 群馬県伊勢崎市八斗島乙９１３ 0270(32)0168

　　川俣出張所 348-0051 羽生市本川俣８４０ 048(563)1992

　　大利根出張所 349-1153 加須市新川通７００－６ 0480(72)8360

荒川上流河川事務所(防災情報課) 350-1124 川越市新宿町３－１２ 049(246)6384

　　西浦和出張所 338-0837 さいたま市桜区田島８－１７－１ 048(861)9129

　　入間川出張所 350-0811 川越市大字小堤字八幡１５４－２ 049(231)0458

　　越辺川出張所 355-0047 東松山市大字高坂９７３－３ 0493(34)3129

　　熊谷出張所 360-0026 熊谷市大字久下１６３１－５ 048(522)0612

荒川下流河川事務所(防災企画室） 115-0042 東京都北区志茂５－４１－１ 03(3902)3220

　　岩淵出張所 115-0042 東京都北区志茂５－４１－２ 03(3901)4240

江戸川河川事務所(防災対策課) 278-0005 千葉県野田市宮崎１３４ 04(7125)7436

　　江戸川上流出張所 344-0112 春日部市西金野井８８６ 048(746)0063

　　中川下流出張所 125-0054 東京都葛飾区高砂１－３－１５ 03(3694)2757

　　運河出張所 270-0107 千葉県流山市西深井８３６ 04(7152)0102

　　中川出張所 343-0813 越谷市越ヶ谷４－２－４１ 048(962)2634

　　三郷出張所 341-0034 三郷市新和２－４４２ 048(952)7015

　　首都圏外郭放水路管理支所 344-0111 春日部市上金崎７２０ 048(746)7524

高崎河川国道事務所(河川管理課) 370-0841 群馬県高崎市栄町６－４１ 027(345)6041

　　高崎出張所 370-0045 群馬県高崎市東町１８７－１０ 027(322)2597

渡良瀬川河川事務所（調査課） 326-0822 栃木県足利市田中町６６１－３ 0284(73)5558

　　足利出張所 326-0822 栃木県足利市田中町６６１－５ 0284(71)2202

二瀬ダム管理所 369-1901 秩父市大滝３９３１－１ 0494(55)0001

気象関係

気象庁 105-8431 東京都港区虎ノ門３－６－９ 03(6758)3900

熊谷地方気象台 360-0814 熊谷市桜町１－６－１０ 048(521)0058

自衛隊関係

自衛隊埼玉地方協力本部 330-0061 さいたま市浦和区常盤４－１１－１５ 048(831)6043

自衛隊第１師団 179-0081 東京都練馬区北町４－１－１ 03(3933)1161

陸上自衛隊第３２普通科連隊第２科 331-8550 さいたま市北区日進町１－４０－７
048(663)4241

(内)425

都県関係

東京都庁（建設局河川部防災対策室) 163-8001 東京都新宿区西新宿２－８－１ 03(5320)5435

群馬県庁（県土整備部河川課） 371-8570 群馬県前橋市大手町１－１－１ 027(226)3619

栃木県庁（県土整備部河川課） 320-8501 栃木県宇都宮市塙田１－１－２０ 028(623)2445

茨城県庁（土木部河川課） 310-8555 茨城県水戸市笠原町９７８番６ 029(301)4490

千葉県庁（県土整備部河川環境課） 260-8667 千葉県千葉市中央区市場町１－１ 043(223)3156
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機関名 郵便番号 所在地 電話番号

埼玉県関係

埼玉県庁（県土整備部河川砂防課） 330-9301 さいたま市浦和区高砂３－１５－１
048(824)2111

防災担当(830)5137

さいたま県土整備事務所 336-0027 さいたま市南区沼影２－４－７ 048(861)2495

朝霞県土整備事務所 351-0033 朝霞市大字浜崎６７８ 048(471)4661

北本県土整備事務所 364-0007 北本市東間３－１４３ 048(540)8200

川越県土整備事務所 350-1126 川越市旭町２－１３－６ 049(243)2020

飯能県土整備事務所 357-0021 飯能市双柳７５ 042(973)2281

　　有間ダム管理所 357-0112 飯能市下名栗１８３０－４ 042(979)0914

東松山県土整備事務所 355-0024 東松山市六軒町５－１ 0493(22)2333

秩父県土整備事務所 369-1871 秩父市下影森１００２－１ 0494(22)3715

　　合角ダム管理所 369-1505 秩父市上吉田４８５０－１ 0494(78)0285

本庄県土整備事務所 367-0031 本庄市北堀８１８－１ 0495(21)3141

熊谷県土整備事務所 360-0841 熊谷市新堀５００ 048(533)8778

行田県土整備事務所 361-0023 行田市大字長野９４３ 048(554)5211

越谷県土整備事務所 343-0813 越谷市越ヶ谷４－２－８２ 048(964)5221

杉戸県土整備事務所 345-0036 北葛飾郡杉戸町大字杉戸４３２ 0480(34)2381

　　権現堂調節池管理所 340-0112 幸手市大字権現堂１０１４ 0480(43)2895

総合治水事務所 344-0063 春日部市緑町５－５－１１ 048(737)2001

東京発電(株)埼玉事業所　玉淀事務所 369-1205 大里郡寄居町末野１４４１－１ 048(581)1133

排水機場、水門関係

鴨川排水機場 338-0825 さいたま市桜区下大久保１３８６ 048(853)4331

鴻沼排水機場 338-0837 さいたま市桜区田島９－３１－１２ 048(861)5883

藤右衛門川排水機場 336-0016 さいたま市南区大谷場１－７

芝川第７調節池排水機場 330-0805 さいたま市大宮区寿能町２-４７４-１ 048(643)6374

深作調節池排水機場 337-0003 さいたま市見沼区大字深作４－６５ 048(686)3576

鴨川第１調節池排水機場 331-0052 さいたま市西区三橋５－７９８ 048(622)7394

鴨川第２調節池排水機場 331-0052 さいたま市西区三橋５-２１２２-１３ 048(622)9430

上院調節池排水機場 339-0004 さいたま市岩槻区大字徳力字東817-2

市町村関係

さいたま市役所 330-9588 さいたま市浦和区常盤６－４－４ 048(829)1111

　　北部建設事務所 330-8501 さいたま市大宮区吉敷町１－１２４－１ 048(657)1151

　　南部建設事務所 338-8686 さいたま市中央区下落合５－７－１０ 048(859)1151

　　西区役所 331-8587 さいたま市西区西大宮３－４－２ 048(622)1111

　　北区役所 331-8586 さいたま市北区宮原町１－８５２－１ 048(653)1111

　　大宮区役所 330-8501 さいたま市大宮区吉敷町１－１２４－１ 048(657)0111

　　見沼区役所 337-8586 さいたま市見沼区堀崎町１２－３６ 048(687)1111

　　中央区役所 338-8686 さいたま市中央区下落合５－７－１０ 048(856)1111

　　桜区役所 338-8586 さいたま市桜区道場４－３－１ 048(858)1111

　　浦和区役所 330-9586 さいたま市浦和区常盤６－４－４ 048(825)1111

　　南区役所 336-8586 さいたま市南区別所７－２０－１ 048(838)1111

　　緑区役所 336-8587 さいたま市緑区大字中尾９７５－１ 048(874)1111

　　岩槻区役所 339-8585 さいたま市岩槻区本町３－２－５ 048(790)0111

44



機関名 郵便番号 所在地 電話番号

川口市役所 332-8601 川口市青木２－１－１ 048(258)1110

　　鳩ヶ谷庁舎 334-0011 川口市三ツ和１－１４－３ 048(258)1110

春日部市役所 344-8577 春日部市中央７－２－１ 048(736)1111

上尾市役所 362-8501 上尾市本町３－１－１ 048(775)5111

越谷市役所 343-8501 越谷市越ヶ谷４－２－１ 048(964)2111

蕨市役所 335-8501 蕨市中央５－１４－１５ 048(432)3200

戸田市役所 335-8588 戸田市上戸田１－１８－１ 048(441)1800

蓮田市役所 349-0193 蓮田市大字黒浜２７９９－１ 048(765)1734

白岡市役所 349-0292 白岡市千駄野４３２ 0480(92)1111

消防関係

さいたま市消防局 330-0061 さいたま市浦和区常盤６－１－２８ 048(833)1231

警察関係

警察本部 330-8533 さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 048(832)0110

浦和警察署 330-0061 さいたま市浦和区常盤４－１１－２１ 048(825)0110

浦和東警察署 336-0926 さいたま市緑区東浦和７丁目４２－１ 048(712)0110

浦和西警察署 338-0014 さいたま市中央区上峰３－４－１ 048(854)0110

大宮警察署 330-0835 さいたま市大宮区北袋町１－１９７－７ 048(650)0110

大宮東警察署 337-8501 さいたま市見沼区大字風渡野３５－１ 048(682)0110

大宮西警察署 331-0052 さいたま市西区三橋６－６４５ 048(625)0110

岩槻警察署 339-0061 さいたま市岩槻区大字岩槻５１０６ 048(757)0110

独立行政法人関係

独立行政法人水資源機構 利根導水総合管理所 361-0004 行田市大字須加字船川４３６９ 048(557)1501

独立行政法人水資源機構 秋ヶ瀬管理所 353-0003 志木市下宗岡３－２０－１２ 048(471)3583

独立行政法人水資源機構 荒川ダム総合管理所 369-1801 秩父市荒川久那４０４１ 0494(23)1431

独立行政法人水資源機構 滝沢ダム管理所 369-1901 秩父市大滝３０２１ 0494(55)0090

独立行政法人水資源機構 下久保ダム管理所 367-0313 児玉郡神川町大字矢納１３５６－３ 0274(52)2746

東日本電信電話(株)関係

東日本電信電話(株)埼玉事業部災害対策室 330-0061 さいたま市浦和区常盤５－８－１７ 048(626)6623

東日本電信電話(株)警報伝達システム担当 ― ― 03(6713)3834

日本赤十字社関係

日本赤十字社埼玉県支部 330-0064 さいたま市浦和区岸町３－１７－１ 048(789)7109

報道関係

ＮＨＫさいたま放送局(放送) 330-9310 さいたま市浦和区常盤６－１－２１ 048(824)1730

(株)テレビ埼玉放送技術部 330-8538 さいたま市浦和区常盤６－３６－４
048(824)3131

夜間直通(824)4105
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  8.2  災害時優先通信の取扱い 

災害等により電話が混み合った場合には、発信規制や接続規制といった通信規制

（大規模災害時は約 90％以上の制限が行われることがある）が行われるため、通常の

電話は被災地からの発信や被災地への接続が困難になる。これを回避するため、水防

上緊急を要する場合、水防関係機関は法第 27 条第 2項及び電気通信事業法（昭和 59 年

法律第 86 号）第８条第１項に基づき、災害時優先通信を利用することができる。 

利用に当たっては、電気通信時事業者へ事前の申し込みが必要となるため、必要な電

話回線をあらかじめ登録しておくとともに、どの電話機が災害時優先通信を利用でき

るのかをわかるようにしておく。 

 

8.3  その他の通信施設の使用 

有線や防災行政無線等が使用できない場合は、非常通信協議会における非常通信規

約に基づき、関東地方非常通信協議会構成員に非常通信の協力を得ることができる。 

非常通信に関する照会、問い合わせを行う場合は、次にすること。 

 

非常通信に関する照会先 

関東総合通信局無線通信部陸上第二課 

電 話 03-6238-1774（直通） 

ＦＡＸ 03-6238-1769 
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第９章 水防施設及び輸送 

9.1  水防倉庫及び水防資器材 

①市内の水防倉庫及び備蓄資器材は、資料９－１ のとおりである。 

②水防管理者は、資材の確保のため重要水防区域近在の竹、立木、木材等を調査する。

また備蓄器材が使用又は損傷により不足を生じた場合は、直ちに補充しておくも

のとする。 

③水防管理者は、備蓄資器材が不足するような緊急事態に際して、国の応急復旧用資

器材又は県の備蓄資器材を使用する場合には、国土交通省荒川上流河川事務所長又

はさいたま県土整備事務所長に電話にて承認を受けるものとする。 

 

9.2  輸送の確保 

非常の際に用いる資器材を備蓄する水防倉庫及び重要水防区域近在の竹林・雑木林

の位置は 資料９－２ に示すとおりである。 
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第10章 水防活動

10.1  水防体制

（１）水防管理者の水防事務

河川水位の変化と水防体制の進行状況

風水害警戒本部設置の
　準備体制

風水害警戒
本部設置

災害対
策本部
設置

災害対
策本部
解除

　また、「さいたま市洪水対応タイムライン」は、資料10-1のとおりである。

水防活動

（
レ
ベ
ル
１
）

氾
濫
注
意
水
位

(

レ
ベ
ル
２
）

避
難
判
断
水
位

(

レ
ベ
ル
３
）

氾
濫
危
険
水
位

(

レ
ベ
ル
４
）

氾
濫
発
生

（
レ
ベ
ル
5
）

さ
ら
に
上
昇

　水防管理者は、水防活動の利用に適合する予報及び警報等の発表があり洪水の

おそれがあると認められるときから、その危険が解消されるまでの間は水防事務

を処理するものとする。

　水防配備は、水位上昇にともない下記のフローに示す体制を配備する。

(水防警報)
国土交通大臣
または埼玉県
知事が発表

(水位情報)
埼玉県知事が

発表

(洪水予報)
国土交通大臣
及び気象庁長
官が共同で発

表

指
定
水
防
管
理
者

(

さ
い
た
ま
市

)

漏
水
越
水

決壊

水
位
下
降

修復
補強

水防警報
の発表

洪水予報
の発表 水

位
レ
ベ
ル

降
雨

洪水によ
り災害の
恐れがあ
り水防活
動の必要
がある。

水
位
上
昇

降雨によ
り洪水の
恐れがあ
るとき

氾濫注意水位以

下に降下したと

き、また、水防

作業を必要とす

る河川状況が解

消したとき

市の体制
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風水害警戒本部設置の準備体制 

配備基準 配備部署 配備人員 

熊谷地方気象台から本市域を対象とする大雨、

洪水に関する気象警報が発表された場合、又は

被害の発生が予想される場合 

総括部（本部班）、秘書・広報部（広

報班）、施設復旧部（建設統括班、河

川班、下水道統括班、土木復旧班）、

消防部（各班）、区風水害警戒本部

（区統括班、くらし応援班） 

各部とも必要な

人員 

 
風水害警戒本部 

配備基準 配備部署 配備人員 

1)国土交通大臣又は埼玉県知事から水防警報の

指示が発表された場合 

2)国土交通省、気象庁から荒川、入間川、利根

川、江戸川洪水予報（警報）が発表された

場合 

3)埼玉県、気象庁から芝川、綾瀬川、新河岸川

洪水予報（警報）が発表された場合 

4)市民等から水害に関する情報が複数入った場

合 

5)河川情報センターから堤防の決壊等の本市域

に大きな被害が発生する情報が入った場合 

6)熊谷地方気象台から本市域を対象とする大

雨、洪水に関する気象警報が発表され、災害

が発生するおそれがある場合又は台風の接近

により被害のおそれがある場合 

7)特別警報の発表が見込まれる場合 

8)その他必要と認められる場合 

総括部（本部班、総務班、職員

班）、秘書・広報部（秘書班、広報

班、広聴班）、情報・避難部（情報

統括班、避難班）、市民部（市民統

括班）、保健衛生部（各班）、福祉

部（各班）、施設復旧部（各班）、

消防部、水道部、区風水害警戒本部

（区統括班、市民窓口班、くらし応

援班、福祉班）、その他風水害警戒

本部長が指名する部、又は、区本部

長が指名する区風水害警戒本部に属

する班 

各部とも必要な

人員 

 

災害対策本部 

区分 配備基準 配備部署 配備人員*** 

第１配備 

1)各地で災害が発生した場合 

2)特別警報が発表された場合 

3)その他、市長が必要と認めた場合 

総括部、秘書・広報部、情報・避

難部、財政・被害調査部、市民

部、スポーツ文化部、保健衛生

部、福祉部、子ども未来部、環境

部、経済部、復旧計画部、施設復

旧部、消防部、会計部、水道部、

教育部、区災害対策本部、その他

必要な部 

各部とも職員

の１／４程度 

第２配備 相当規模な災害が発生した場合 災害対策本部の全組織 
各部とも職員

の１／２程度 

第３配備 大規模な災害が発生した場合 災害対策本部の全組織 
各部とも職員

の全員 

***配備人員について、消防局は別に定める。 

***配備人員について、避難所担当職員、現場応援要員は除く。 
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10.2  巡視及び警戒 

水防活動を行うに当たっては「さいたま市地域防災計画（風水害対策編)第７章消

防活動及び第８章水防活動」を基本とし、具体的には本項に準じて行う。 

https://www.city.saitama.lg.jp/001/011/015/003/001/p018122.html 

 

（１）平常時 

水防管理者又は消防機関の長（以下この章において「水防管理者等」という。）は、

随時区域内の河川等を巡視し、水防上危険であると認められる箇所があるときは、直

ちに当該河川の管理者(以下「河川等の管理者」という。)に連絡して必要な措置を

求めるものとする。 

上記に係る連絡を受けた河川等の管理者は、必要な措置を行うとともに、措置状況

を水防管理者に報告するものとする。 

河川等の管理者が自ら行う巡視等において水防上危険であると認められる箇所を発

見した場合は、必要な措置を行うとともに、措置状況を水防管理者に報告するものと

する。 

水防管理者等が、出水期前や洪水経過後に、重要水防箇所又は洪水箇所、その他必

要と認める箇所の巡視を行う場合には、第11章に定める河川管理者の協力のほか、必

要に応じて、河川管理者に立会又は共同で行うことができるものとする。 

 

（２）出水時 

（ア）洪水 

水防管理者等は、荒川の水防警報「出動」発令時または、県から非常配備体制（水

防警報等）が指令されたときは、河川の監視及び警戒をさらに厳重にし、資料３－２

及び資料３－４に定める重要水防箇所（第３章参照）を中心として巡視するものとす

る。 

また、次の状態に注意し、異常を発見したときは直ちに水防活動を実施するととも

に、さいたま県土整備事務所長及び河川等の管理者に連絡する。ただし、堤防が決壊

したとき、又は越水・溢水若しくは異常な漏水を発見したときは 10.6 に定める決壊

等の通報及びその後の措置を講じなければならない。 

 

①堤防から水があふれるおそれのある箇所の水位の上昇 

②堤防の上端の亀裂又は沈下 

③川側堤防斜面で水当りの強い場所の亀裂又は欠け崩れ 

④居住地側堤防斜面の漏水又は飽水による亀裂及び欠け崩れ 

⑤排・取水門の両軸又は底部よりの漏水と扉の締まり具合 

⑥橋梁その他の構造物と堤防との取り付け部分の異状 
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◆水防巡視情報伝達要領（荒川上流洪水対策計画書抜粋）【参考】 

 

第１条 情報連絡責任者の設置 

水防管理団体は、直接河川管理者と洪水時の情報連絡を行う専任の「情報連絡責任

者」を設ける。この情報連絡責任者は、水防団の巡視状況を定期的に収集し国土交通

省荒川上流河川事務所各出張所（以下「河川管理者」という）の別に定める情報連絡

担当官に報告するものとする。 

第２条 情 報 連 絡 

情報連絡の開始は、水防警報の「出動」発令時からとし、期間は、水防警報の「出

動」及び「指示」の発令中を原則とする。又連絡の頻度は、情報連絡担当官の呼び出

しに応じて水防警報「出動」命令後１時間間隔を原則とするが、異常時にはただちに

その状況を連絡するものとする。なお連絡手段は、当面ＮＴＴの電話によるものとす

る。 

第３条 連絡すべき情報と巡視様式 

河川管理者に報告すべき情報は①水防団出動状況、②水防団の作業状況、③河川施

設の被害状況、④一般被害状況、⑤避難状況等とする。又水防団が行う巡視は、別紙

様式に基づき行うものとする。 

様式－１の１      河川巡視・出動状況定時報告 

様式－２ (１)、(２)   被害情報（直轄） 

様式－Ａ        位置図、平面図 

第４条 水 防 巡 視 

水防団が行う水防巡視は、徒歩で行うものとし、その巡視間隔は以下の通りとする。 

重要水防箇所Ａ区間    ３０分～ ６０分に一巡 

重要水防箇所Ｂ区間    ６０分～１２０分に一巡 

その他の区間      １２０分～２４０分に一巡 

第５条 情報伝達の訓練 

出水時に備え、毎年、出水期前に関係機関で情報伝達の訓練を行うものとする。 

第６条 この要領は昭和６１年５月３１日から施行する。 
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水防活動状況の確認について（荒川上流洪水対策計画書Ｐ98） 【参考】

報告

報告

水防活動状況報告

終了後報告 水防警報発令

（準備，出動等）

終了後報告 通知

報告
電話等による聞き込み

終了後報告 準備，出動等の指示

 状況確認

※各水防団等は出動の状況をすばやく正確に把握するために、系統を出動後速やかに報告する。

国 土 交 通 本 省

各 地 方 整 備 局

各 河 川 事 務 所

出
　
張
　
所

各　 　都　 　県

巡
　
　
視

各 　水 　防　 団

準　備，出 動 等

水 　防 　活 　動

各 水 防 管 理 団 体
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10.3  水防作業 

水防作業を必要とする異常事態が発生したときは、被害を未然に防止し、又は被害の拡大

を防ぐため、堤防の構造、流速、護岸、浸水域及び近接地域の状態等を考慮して最も適切な

工法を選択し実施するものとする。対象地域において水防作業を必要とする異常状態を大別

してそれに適する工法は資料 10－２のとおりであり、工法の製作方法については「水防の

しおり」等による。 

 

10.4  警戒区域の指定 

水防上緊急の必要がある場所においては、水防組織に属するものは警戒区域を設定し、水

防関係者以外の者に対して、その区域への立ち入りを禁止し、若しくは制限し、又はその

区域からの退去を命ずることができるものとする。 

 

10.5  避難のための立退き 

避難に当たっては「さいたま市地域防災計画(風水害対策編)第１０章 救援・避難活動 

第２節避難」に基づき、指示される。 

https://www.city.saitama.lg.jp/001/011/015/003/001/p018122.html 

 

10.6  決壊・越水・溢水・異常な漏水等の通報及びその後の措置 

（１）決壊・越水・溢水・異常な漏水等の通報 

    水防に際し、堤防その他の施設が決壊したとき、又は越水・溢水若しくは異常な漏水が

発生したときは、水防管理者、消防機関の長は、直ちにさいたま県土整備事務所に通報す

るものとする。 

    通報を受けた河川管理者は水防上危険であるかどうか確認を行い、危険が認められる場

合には市町村の長に避難情報の発令に資する事象として、発生個所等を情報提供するもの

とする。 

    特に、暫定堤防区間における危険水位が現況堤防高から余裕高を引いた（スライドダウ

ンを行わない）高さを原則として設定されていることから、断面不足等に起因する漏水等

に関する危険情報が洪水予報や水位到達情報に反映されていない（第 4 章参照）。 

    そのため、河川管理者は、自らが管理する堤防の断面不足等による漏水に関する危険情

報が関係者に直ちに通報されるよう、出水期前に、洪水時における堤防等の監視、警戒及

び連絡の体制・方法を関係者と確認しておくものとする。 

 

（２）決壊・越水・溢水・異常な漏水等の通報系統 

   決壊・漏水等の通報区域と通報責任者及び受報責任者は、資料 10-３のとおり。 

通報先の関係市町村については、河川等の管理者が氾濫（決壊又は溢流）想定地点ごと

に氾濫水の到達が想定される市町村を整理したものや、漏水発生状況等の確認を開始する

水位及び重点的に確認を行う区間を、事前に関係水防管理団体に提示することとする。 
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（３）決壊等後の措置 

   堤防その他の施設が決壊したとき、又は越水・溢水若しくは異常な漏水が発生したとき

においても、水防管理者及び消防機関の長は、できる限り氾濫による被害が拡大しない

よう努めるものとする。 

  

 

10.7  水防体制の解除 

水防管理者は、水位が氾濫注意水位以下に減じ、かつ水防警報が解除されたとき等、自

らの区域内の水防活動の必要がなくなったと認めたときは、水防体制を解除する。 
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第 11 章 協力及び応援 

11.1 河川管理者の協力及び援助 

河川管理者（国土交通大臣、埼玉県知事）は、自らの業務に照らし可能な範囲で、水防管

理団体が行う水防のための活動に次の協力を行う。 

  ＜河川管理者の協力が必要な事項＞ 

  （１）水防管理団体に対して、河川に関する情報（河川の水位、河川管理施設の操作状

況に関する情報、ＣＣＴＶの映像、ヘリ巡視の画像）の提供（伝達方法については

資料４－２、４－３、４－５のとおり） 

  （２）水防管理団体に対して、氾濫（決壊又は溢流）想定地点ごとの氾濫水到達市町村

の事前提示、及び水防管理者等から異常な漏水等についての通報を受けた場合には

通報すべき関係者（関係機関・団体）の提示 

  （３）堤防が決壊したとき又は越水・溢水若しくは異常な漏水が発生したとき（氾濫発

生情報を発表する場合を除く）、河川管理者による関係者及び一般への周知 

  （４）重要水防箇所の合同点検の実施 

  （５）水防管理団体が行う水防訓練及び水防技術講習会への参加 

  （６）水防管理団体の備蓄資器材で不足するような緊急事態に際して、河川管理者の応

急復旧資器材又は備蓄資器材の提供 

  （７）水防管理団体の人材で不足するような緊急事態に際して、水防に関する情報又は

資料を収集し、及び提供するための職員の派遣 

 

11.2 水防管理団体相互の応援及び相互協定 

水防管理者は、水防のため緊急の必要があるときは、協定に基づき応援を求めるものと

する。 

また、応援を求められた場合は、自らの水防に支障がない限りその求めに応じるものと

する。 

応援のため派遣された者は、水防について応援を求めた水防管理者の所轄の下に行動す

るものとする。 

 

11.3 警察官の援助要求 

水防管理者は、水防のため必要があると認めるときは、管轄警察署長に対して、警察官の

出動を求めるものとする。 

 

11.4 自衛隊の派遣要請 

水防管理者は、災害に際し、自らの能力で処理することが困難な事態が予想されるときは、

災害対策基本法第 68 条の２に基づき、知事に自衛隊の災害派遣の要請を要求するものと

する。派遣要請の要求に当たっては次の事項を明らかにするものとする。 

①災害の状況及び派遣要請を要求する事由 

②派遣を希望する期間 

③派遣を希望する区域及び活動内容 

④派遣部隊が展開できる場所 

⑤派遣部隊との連絡方法、その他参考となるべき事項 
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 なお、知事に自衛隊の災害派遣の要請を要求することができない場合には、水防管理者

が直接、自衛隊等に派遣を要請する旨の通知等を行うことになるため、事前に通知先とな

る自衛隊の関係部局と調整を行うものとする。 

 

11.5  国（河川事務所、地方気象台等）との連携 

（１）水防連絡会 

市は、県や国土交通省河川事務所が開催する水防連絡会に参加し、重要水防箇所、河

川改修状況、水防警報、洪水、津波又は高潮予警報の連絡系統、既往洪水における出水

状況、既往津波、高潮による越水状況、水防資材整備状況、その他水防に必要な河川情

報について情報収集を行う。 

（２）ホットライン  

市は河川の水位状況については国土交通省河川事務所とのホットラインにより、また

気象状況については地方気象台とのホットラインにより、迅速かつ十分な情報共有に努め

るものとする。 

 

11.6  企業（地元建設業等）との連携 

市は、出水時の水防活動に際し、資器材の提供等に関して民間団体と協定を締結している。 

 

11.7  住民、自主防災組織等との連携 

市は、水防活動の実施に当たっては、地域住民、自主防災組織等と連携を図り、水防のた

め必要があるときは、住民等に水防活動への協力を求めるものとする。
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第 12 章 費用負担と公用負担 

12.1  費用負担 

本市の水防に要する費用は、法第 41 条により本市が負担するものとする。 

ただし、本市の水防活動によって次に掲げる場合においては、水防管理者相互間において

その費用の額及び負担の方法を協議して定め、協議が成立しない場合は、知事にあっせんを

申請するものとする。 

（１）法第 23 条の規定による応援のための費用 

（２）法第 42 条の規定により、著しく利益を受ける他の市町村の一部負担 

 

12.2  公用負担 

（１）公用負担 

水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者又は消防機関の長は水防の現場にお

いて次の権限を行使することができる。 

①必要な土地の一時使用 

②土石、竹木その他の資材の使用若しくは収用 

③車両その他の運搬用機器の使用 

④排水用機器の使用 

⑤工作物その他の障害物の処分 

（２）公用負担権限委任証 

公用負担を命ずる権限を行使する者は、水防管理者又は消防機関の長にあっては、その

身分を示す証明書を、その他これらの者の委任を受けた者は、以下の公用負担権限委任証

を携行し、必要がある場合は、これを提示しなければならない。 

 

（例） 

 

 

○○○水防団  ○○部長  

氏   名 

 

 

公用負担権限委任証 

 

 

上記のものに      区域における水防法第 28 条第２項の権限を委任 

したことを証明する。 

 年 月 日 

水防管理者 

氏 名        
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（３）公用負担命令書 

公用負担を命ずる権限を行使する者は、以下の公用負担命令書を２通作成し、その１通

を目的物の所有者、管理者又はこれに準ずる者に交付するものとする。 

 

 

（例） 

 

第   号 

種 類     員 数 

 

公用負担命令書 

使 用  収 用  処 分  

  年  月  日 

 

 

 

 

 

殿 

 

 

 

 

 

 

水防管理者  氏 名  

事務取扱者  氏 名        

 

 

 

 

（４）損失補償 

本市は、公用負担の権限を行使することにより損失を受けた者に対し、時価によりその

損失を補償するものとする。 
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第 13 章 水防報告等 

13.1  水防報告 

水防警報の｢出動｣発令から｢解除｣までの間、水防活動状況を埼玉県さいたま県土整備事

務所へ埼玉県の定めるところにより報告を実施する。 

各報告様式は 資料１３ のとおりである。 

 

ア）水防活動実施報告（様式-1） 

     ・水防活動の開始時・終結時に報告 

     ・亀裂、漏水、越水、洗掘等の状況が生じた場合は逐次、情報収集し、報告 

     ・破堤等、重大な状況が生じた場合はすみやかに情報収集し、また情報が入り次

第、報告 

イ）活動内容報告（様式-2） 

     ・水防活動の終結後に報告  
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第 14 章 水防訓練 

市は、毎年水防訓練を実施し、水防技術の向上を図るものとする。 
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第 15 章 浸水想定区域等における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止の

ための措置 

15.1 洪水対応 

15.1.1  洪水浸水想定区域の指定状況 

国土交通大臣及び県知事は、河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を浸水想

定区域として指定し、指定の区域及び浸水した場合に想定される水深を公表する。 

 

15.1.2 浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措

置 

 市町村防災会議は、浸水想定区域の指定があったときは、市町村地域防災計画にお

いて、少なくとも当該浸水想定区域ごとに、次に掲げる事項について定めるものとす

る。 

 ①洪水予報、水位到達情報、その他人的災害を生ずるおそれがある洪水、内水に関す

る情報の伝達方法 

 ②避難場所その他の避難場所及び避難路その他避難経路に関する事項 

 ③災害対策基本法第 48 条第 1 項の防災訓練として市町村長が行う洪水に係る避難訓練

の実施に関する事項 

 ④浸水想定区域内に次に掲げる施設がある場合にあっては、これらの施設の名称及び

所在地 

  イ 地下街等（地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設

(地下に建設が予定されている施設又は地下に建設中の施設であって、不特定かつ

多数の者が利用すると見込まれるものを含む｡)）でその利用者の洪水時の円滑か

つ迅速な避難の確保及び浸水の防止を図る必要があると認められるもの 

  ロ 要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の

配慮を要する者が利用する施設）でその利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難を

確保する必要があると認められるもの 

  ハ 大規模な工場その他の施設（イ又はロに掲げるものを除く。）であって国土交

通省令で定める規準を参酌して市の条例で定める用途及び規模に該当するもの

（大規模工場等）でその洪水時の浸水の防止を図る必要があると認められるもの

（所有者又は管理者からの申出があった施設に限る。） 

 ⑤その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項 

 

15.1.3 ハザードマップ(洪水、内水) 

 本市では、洪水浸水想定区域の指定に基づき、当該浸水区域ごとに、洪水予報の伝

達方法、避難場所等円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、洪水ハザードマップを市

のウェブサイトで公開している。 

また、雨水の排水が出来なくなり、浸水する区域を示す内水ハザードマップもウェ

ブサイトで公開している。 

61



 

この洪水ハザードマップ及び内水ハザードマップを有効活用して、平常時からの防

災意識の向上と自主的な避難の心構えを養い、水災時には住民の円滑かつ迅速な避難

の確保を図る。 

 

洪水ハザードマップ：

https://www.city.saitama.lg.jp/001/011/015/002/003/p008311.html 

内水ハザードマップ：

https://www.city.saitama.lg.jp/001/006/003/002/001/p078773.html 

 

15.1.4 地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画の作

成等 

水防法第 15 条第 1 項の規定により本市地域防災計画に名称及び所在地を定められ

た地下街等の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、国土交通省令で定めるとこ

ろにより、当該地下街等の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時の

浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成し、これを市長

に報告するとともに、公表するものとする。また、地下街等の利用者の洪水時の円滑

かつ迅速な避難の確保及び洪水時の浸水の防止のための訓練を行うものとする。さら

に、自衛水防組織を置き、当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める

事項を市長に報告するものとする。 

 

15.1.5 要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等 

水防法第 15 条第 1 項の規定により本市地域防災計画に名称及び所在地を定められ

た要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当

該要配慮者利用施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要

な訓練その他の措置に関する計画を作成し、これを市長に報告するとともに、公表す

るものとする。また、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難

の確保のための訓練を実施するほか、自衛水防組織を置くよう努めるものとする。 

 

15.1.6 大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画の作成等 

水防法第15条第 1項の規定により本市地域防災計画に名称及び所在地を定められた

大規模工場等の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該大規

模工場等の洪水時の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を

作成するとともに、当該大規模工場等の洪水時の浸水防止のための訓練を実施するほ

か、自衛水防組織を置くよう努めるものとする。 
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